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総括研究報告書 

 

旅館業法及び興行場法の施設における感染防止対策等を含む衛生管理の推進のための研究 

研究代表者  開原 典子  国立保健医療科学院 生活環境研究部  上席主任研究官 

 

研究要旨 

本研究は、五類感染症に移行する前の新型コロナウイルス感染症を念頭に置き、特定感染症の国内

発生時（又はその可能性が相当程度高まった時点）に示すことが想定される具体的な衛生管理上の対

応策を検討するとともに、それらを前提とした旅館業法の施設における特定感染症のまん延の防止に

必要な対策を適切に講ずるための研修ツール案を作成し、感染防止対策を担う人材育成の支援に貢献

することを目的とする。更に、本研究は、興行場の衛生管理等の状況の実態調査を行い、実際の衛生管

理上の問題点を把握することも目的とする。 

本研究は、①旅館業法の施設における特定感染症発生時の衛生管理対策案の作成、②旅館業法の施

設における特定感染症まん延防止の研修ツール作成、③興行場の衛生的な環境確保に関する実態と課

題の整理によって構成されるが、本年度は①と③を実施した。 

 旅館業法の施設における特定感染症発生時の衛生管理対策について、感染症対策のエビデンスの収

集・整理では、新型コロナウイルス感染症対策分科会での知見、WHO、CDC、REHVA、ASHRAE 等の海外の

知見、国内外の感染対策に関する関連論文・報告等を踏まえ、感染事例から見る換気量の役割と考え方

を整理し、新型コロナウイルス感染症パンデミック時の経験も踏まえた課題の整理を行った。特に、新

型コロナウイルス感染症の待機施設として利用された宿泊施設での換気等対策のヒアリング等から、

施設の空調換気設備の種類や、客室・共用空間等の建物内の空気の流れ等の課題があることを示した。

このような内容を踏まえて、特定感染症のフェーズに応じた対策案の具体化として、特定感染症の感

染経路や感染力、フェーズ、現場での対応フローについて検討を行った。 

興行場の実態調査では、興行中の測定は観客や演者に配慮する必要があるため実態の把握が難しい

という面があるものの、地域・規模等を踏まえ、興行場のうち、映画館を軸として、上映中の観覧場の

多面的な衛生管理の調査を行い、エビデンスを集積した。現場調査として、3,000 ㎡未満の中規模映画

館の上映中の観覧場（夏期 7 施設、冬期 3 施設）を対象に、温度・湿度・二酸化炭素濃度・空気清浄

度・真菌・細菌の測定および維持管理に関するヒアリングを行い、大規模映画館にはない温湿度環境に

由来する課題を確認した。大便器利用調査では、大規模映画館と同様に、観覧場以外の施設内に滞在す

る利用者の人数は、施設側が上映の開始と終了時刻をずらすことや、上映開始前に入場できるタイミ

ングをコントロールすること等によって、一定程度コントロールされている施設が多いことを把握し

た。また、中規模映画館のある隣接施設には個別機能を備えた便房計画が推進されているところもあ

り、施設の規模や地域性により、利用者のニーズに応じた運用管理がなされている実態を把握した。興

行場法の施設は、設備の更新や維持管理を計画的に行う必要があり、効果的な助言や指導に資する情

報整備を行う必要がある。 
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研究分担者 
林  基哉  北海道大学 
柳  宇   工学院大学 
石黒 信久  北海道大学 
黒須 一見  国立感染症研究所 
島﨑 大   国立保健医療科学院 
戸次 加奈江 国立保健医療科学院 

研究協力者 

三浦 雅生 五木田・三浦法律事務所銀座オフィス 

奥村 龍一 東京都ペストコントロール協会 
山崎 和生 山崎技術士事務所 
研究協力関連団体 

全国興行生活衛生同業組合連合会 

全国旅館生活衛生同業組合連合会 

A．研究目的 
 生活衛生関係営業施設では、新型コロナウイル

ス感染症（以下「COVID-19」という。）等感染症対

策を踏まえた現場の対応策の強化が急務である。

本研究では、興行場法と旅館業法の施設を対象と

して、感染防止対策等を含む衛生管理基準の策定

に資する科学的根拠の構築を行う。特に、旅館業

法では、旅館業法第２条第６項に規定する特定感

染症（以下「特定感染症」という。）の国内発生時

のまん延の防止及び感染防止対策を担う人材育成

の支援が必要である。五類感染症に移行する前の

新型コロナウイルス感染症を念頭に置き、特定感

染症の国内発生時（又はその可能性が相当程度高

まった時点）に示すことが想定される具体的な衛

生管理上の対応策を検討するとともに、それらを

前提とした旅館業法の施設における特定感染症の

 
図 1 研究の構造 

①－１
対策エビデンスの
収集・整理
（柳、林）

①－２
COVID-19パン
デミック時の対
策の実態調査と

課題の整理
（林、石黒、黒
須、奥村、柳、
島﨑、戸次、開

原）

①-３
特定感染症の
フェーズに応じ

た対策案の具体
化

（開原、石黒、黒
須、林、柳、奥

村）

②－１
健康状態等確認方法の

検討
（黒須、石黒、三浦）

②－２
研修ツール案の作成

（戸次、黒須、林、奥村、
柳、島﨑、三浦、開原）

③－１
事例調査（真菌・細菌：
柳、水質：　島崎、化学
物質：　戸次、 換気：

林、　温熱・建築計画：
開原、　設備・装置：
山崎、維持管理：　奥

村）

③－２
用途ごとの多様な維持

管理の資料作成
（柳、林、島﨑、戸次、

山崎、奥村）

・COVID-19パンデ
ミック時の有症者
等への対応・クラス
ター発生施設の適
切な事例調査（ヒ
アリング、アンケー
ト調査含む）

・COVID-19のクラ
スター発生施設の
換気等対策の分析
（実態把握）

↓

・③－１を踏まえた維持管
理の整理

旅館業法及び興行場法の施設における
感染防止対策等を含む衛生管理の推進のための研究

① 旅館業の施設における特定感染症発
生時の衛生管理対策案の作成

② 旅館業の施設における特定感染症
まん延防止の研修ツール作成

③ 興行場の衛生的な環境確保
に関する実態と課題の整理

COVID-19に関する
知見の整理
・WHO,CDC,REHVA,
ASHRAE、接触対策
に関する関連論文・
報告、感染事例から
見る換気量の役割、
関連学会の知見

・特定感染症有症
者等の具体的基準
案の作成（特定感
染症の感染経路や
感染力、有症者等
の定義、を整理す
るための情報収集
と情報整理。フェー
ズの定義。特定感
染症とフェーズに
対応した対策の考
え方と具体案の検
討）

・次年度に向けた準備 ・次年度に向けた準備 ・規模・新旧・空調方式の違
い等を踏まえた実態把握
（実態調査、シミュレーショ
ン含む）

Ｒ7

・規模・新旧・空調方式の違
い等を踏まえた実態把握
（実態調査、ヒアリングを含
む）

Ｒ6

期待される効果：
・旅館業法の施設における感染防止対策の推進、宿泊する者が不当な差別を受けることがなく、旅館業の施設で働く者が安
心して働ける宿泊施設を整備する。
・興行場の施設の新旧や建設設備及び用途を踏まえた適切な維持管理と、多様性を踏まえた衛生管理の基礎を構築する。

・③－１を踏まえた維持管
理に資する資料作成

↓ ↓

我が国の旅館業及び興行場の施設に求められる感染防止対策等を含む衛生基準策定に資する
科学的根拠と情報整備資料の提示

・最新情報の更新 ・情報追加等 ・情報追加等 ・①を踏まえた確認様式及
び、健康状態等の確認内容
の検討（旅館業等の関係者
からのヒアリング、法学の観
点からの確認作業等を含む）

①を踏まえた研修ツール案の
作成（旅館業等の関係者から
のヒアリング、感染症患者等
からのヒアリング、法学の観
点からの内容確認等を含む）
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まん延の防止に必要な対策を適切に講ずるための

研修ツール案を作成し、感染防止対策を担う人材

育成の支援に貢献することを目指す。作成に際し

て、利用者が不当な差別を受けないこと、働く者

が安心して働ける場であることを含む等、社会情

勢を鑑みつつ、他の制度や施策、関係者の取組み、

法的な課題も含めて検討を深めることを目指す。

興行場法の施設では、衛生管理等の状況の実態調

査を行い、実際の衛生管理上の問題点を把握し、

技術的助言等の見直しに資する科学的根拠の構築

を目指す。  
B．研究方法 

本研究班「旅館業法及び興行場法の施設におけ

る感染防止対策等を含む衛生管理の推進のための

研究」は、求められる成果①～③に対応して、３つ

の研究部会（①旅館業法施設の特定感染症発生時

の衛生管理対策、②旅館業法施設に向けた研修ツ

ール、③興行場法施設の実態と課題）から構成さ

れる。これら一連の研究成果を通じて感染防止対

策等を含む衛生管理基準の策定に資する科学的根

拠と情報整備を行う。本年度は、B1 と B3 を実施

した。具体的な研究計画及び方法を以下に示す。 

（倫理面への配慮） 

 本研究の調査は施設管理者の許可のもとで実施

し、ヒアリングは維持管理に関する運用情報（運

転時間、管理方法等）に限定した。氏名等の個人情

報は取得せず、結果は個人が特定されない形で集

計・記載した。環境測定は設備・空間条件の把握を

目的として実施し、人体への介入や健康情報の取

得を伴わない。以上より、本研究は倫理審査の対

象外であり、倫理審査は不要と判断した。 

 

B1. 旅館業法施設の特定感染症発生時の衛生管理

対策【R6】（林、石黒、黒須、奥村、柳、島﨑、戸

次、開原） 

 特定感染症の国内発生に際して、旅館・ホテル

等で示す衛生管理上想定される具体的な対応策作

成に向けて、①対策エビデンスの収集・整理、②

COVID-19 パンデミック時の対策の実態調査と課

題の整理、③特定感染症のフェーズに応じた対策

案の具体化、を行う。 

 対策エビデンスの収集・整理では、室内環境の

影響に関する国内外の文献、厚生労働省「新興・再

興感染症のリスク評価と危機管理機能の実装のた

めの研究」、国土交通省「ポスト COVID-19 にお

ける空調･換気･通風計画のあり方検討委員会」、日

本建築衛生管理教育センター「新型コロナウイル

ス対策検討委員会」等による調査研究による知見、

国内学会（日本公衆衛生学会、日本建築学会、空気

調和・衛生工学会、臨床環境医学会等）、海外の調

査研究（世界保健機関 WHO、米国疾病予防センタ

ーCDC、欧州空調・換気設備学協会 REHVA 等）

の見解を収集し整理した上で、我が国の COVID-

19 に対する建築環境対策を時系列で整理し、その

概要をまとめる。 

 また、旅館業法の施設には不特定多数の者が宿

泊することに鑑み、科学的知見に基づいた換気設

備等の感染防止のために必要な対策等についての

周知を行うことも求められるため、旅館業におけ

る施設の換気対策の資料作成に向け、施設の実態

把握を踏まえた換気設備別の課題の整理と対策を

検討する。宿泊施設のエアロゾル感染対策として、

客室の換気等の対策、共用空間（食堂、ホール、浴

室等）の換気等の対策について、求められる条件

と対策の可能性を検討した。客室の換気方法を整

理するために、客室の空調換気設備の実例等から

情報を収集し、その実態を踏まえて、客室の給排

気収支及び気圧に関する性状を整理した。これら

を踏まえて、客室の換気に関する課題と対応策を

検討した。さらに、現場では、換気性能を確認する

方法を知る必要があるため、市中感染及びパンデ

ミックが発生する前に、換気性能を点検し必要な

改善を行うことが望ましく、施設で簡易に換気性

能を測定する方法について検討した。加えて、エ

アロゾル感染対策の評価を行うための手法につい

て、エアロゾル感染の対象範囲（客室、フロア、棟、
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施設）を想定して検討した。 

 特定感染症のフェーズに応じた対策案の具体化

として、特定感染症の感染経路、感染力、発生状

況、主な臨床症状を整理し、感染者を効率的に発

見するための有効な方法を検討する。取組みとし

ては、特定感染症の流行フェーズを定義した上で、

フェーズ毎に実施すべき対策を規定する。 

 

B2. 旅館業法施設における特定感染症まん延防止

の研修ツール【R7】（石黒、黒須、林、奥村、柳、

島﨑、戸次、三浦、開原） 

「B1. 旅館業法施設の特定感染症発生時の衛生

管理対策」を踏まえて、特定感染症のまん延防止

に必要な対策を効果的に研修するための研修ツー

ル案を作成するために、①健康状態等確認方法の

検討、②研修ツール案の作成、を行う。作成に際し

て、利用者が不当な差別を受けないこと、働く者

が安心して働ける場であることを含む等、社会情

勢を鑑みつつ、他の制度や施策、関係者の取組み、

法的な課題も含めて検討する。 

 

B3. 興行場法施設の実態と課題【R6-R7】 

規模・地域・営業者等の違いを踏まえて、実測調

査等を行い、興行場法の施設の課題を抽出する。 

（１）調査対象 

調査施設は、これまでに行った冬期調査 1）～4）

と規模や地域の異なる 2D 観覧場を有する 3,000

㎡未満の 7 施設について、夏期に調査を行った。

そのうち、3 施設について、冬期に同様の調査を

行っている。 

（２）調査 A（温湿度及び二酸化炭素濃度 温熱環

境の調査） 

施設内観覧場において、通常の上映中に、温度

および相対湿度、CO2（二酸化炭素濃度）（HOBO、

mx1102a を使用）を 1 分間隔で測定した。詳細

調査として、測定機器を座席の肘掛けに固定し、

1 つの観覧場内で、前方と後方 2 点で測定した。

観覧場の施設当たりの調査数は 3 から 5 とした。

調査は、2024 年 7 月～9 月及び 2025 年 2 月に

実施した。 

（３）調査 A（落下細菌・真菌） 

 落下細菌には SCD 培地、落下真菌には DG18

培地を使用した。測定位置はスクリーン前方の座

席および後方座席横の床面とし、映画上映開始時

から 1 時間ばく露を行った。培養条件は、SCD 培

地が 32℃・2 日間、DG18 培地が 25℃・5 日間で

ある。 

（４）調査 A（付着細菌・真菌） 

 人の歩行の影響を避けるため、各映画の上映終

了後に、落下菌測定箇所周辺の座席下の床面から、

デガダーム・トランスペアレント・ドレッシング

テープ（面積：23 cm2）を用いて付着微生物を採

取した。採取したテープは実験室に持ち帰り、付

着細菌は SCD、付着真菌は DG18 培地へ転写し、

それぞれ上記と同条件で培養した。 

（５）調査 A（浮遊細菌・真菌） 

 浮遊細菌および浮遊真菌は映画上映中に測定で

きなかったため、上映終了直後にスクリーン前方

および後方にて、バイオサンプラ（MBS-1000）を

用いて 1 分間（100 L）のエアサンプリングを実施

した。使用培地および培養条件は落下・付着菌と

同様である。 

（６）調査 A（粒径別浮遊微粒子濃度） 

 映画上映時間中、スクリーン前方および後方に

おいて、浮遊微粒子濃度を 1 分間隔で連続測定し

た。測定にはパーティクルカウンタ（P611）を用

い、6 段階の粒径（0.3~ 0.5μm、0.5~0.7μm、

0.7~1.0μm、1.0~2.0μm、2.0~5.0μm、5.0μm~）

区分である。 

（７）調査 B（2 週間の連続測定） 

施設内観覧場において、通常営業時の約 2 週間、

温度、相対湿度、CO2濃度（HOBO、mx1102a を

1 台使用）のみ、1 分間隔で連続的に測定を行っ

た。機器の設置場所は、観覧場の排気側とした。

調査は、各施設の全ての観覧場を対象とし 2024

年 7～10 月及び 2025 年 2 月～3 月に実施した。 
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（８）空気中のにおい成分に関する分析 

 加熱脱着-ガスクロマトグラフ質量分析計（TD-

GC/MS）及び異臭分析システム（株式会社島津製

作所）を用い、揮発性の有機化合物をはじめ過去

の異臭問題で特定された異臭成分に関するデータ

ベース 145 成分を対象として、捕集した空気の成

分評価を行った。評価の対象は、エチルベンゼン，

トルエン，o/m/p-キシレン，フルフラール，スチレ

ン，ピリジン，3-エテニルピリジン，5-メチルフル

フラール，1, 2, 3-トリメチルベンゼン，リナロー

ルである。空気試料の捕集は、280℃でコンディシ

ョニングを行った Tenax TA を充填した捕集管を

用い、流速は 100 ml/min として、捕集流量は 12

Ｌとした。 

（９）衛生器具の使用状況に関する調査 

調査 B と同時に、施設利用の人数と利用者の

利用傾向を把握するために、観覧場の人数を測定

するとともに、上映演目及び上映時間等の情報を

記録した。 

 

C．研究結果及び考察 

C1. 旅館業法施設の特定感染症発生時の衛生管理

対策 

C1.1. 対策エビデンスの収集・整理 

 2019 年 11 月に中国武漢市で「原因不明のウイ

ルス性肺炎」が確認され、2020 年 3 月 11 日に

WHO はパンデミック相当との認識を示した。我

が国では、2 月 3 日に横浜港に寄港したクルーズ

船で多数の感染者が確認され、その後、屋形船、ス

ポーツジム、病院など様々な場所でクラスター感

染が発生した。厚生労働省は、2 月 25 日に「クラ

スター対策班」を設置し、3 月 1 日にクラスター

感染に共通する条件として「換気が悪く、人が密

に集まって過ごすような空間、不特定多数の人が

接触する恐れが高い場所」を挙げ、換気対策の必

要性を世界に先駆けて示した 5）。6 月 17 日に「熱

中症予防に留意した『換気の悪い密閉空間』を改

善するための換気について」6）を示し、11 月 27 日

に「冬場における『換気の悪い密閉空間』を改善す

るための換気の方法」7）を示し、必要換気量を満た

しているかを確認する方法として、室内の CO2濃

度の測定を挙げた。 

 1970 年に制定された「建築物における衛生的環

境の確保に関する法律（建築物衛生法）」では、室

内の CO2 濃度基準値が 1000ppm とされており、

特定建築物においては室内濃度の定期測定が行わ

れ、その適合に向けて自治体が監視指導を行って

いる 8）。CO2 濃度の基準は CO2自体の人体影響に

よって定められているものではない。CO2 と共に

発生する様々な空気汚染物質の人体影響を踏まえ

て、室内の空気環境を総合的に維持するための指

標として定められている。従って、換気量を確保

しこの基準値を満たすことで、新型コロナウイル

スの感染をどの程度まで抑制できるかは明らかに

なっておらず、今後の調査研究が必要となってい

る。また、建築用途によって、COVID-19 の感染

リスクが異なると考えられるが、これまで建築用

途を考慮した対策に関する研究は少ない。 

（浮遊飛沫（エアロゾル）感染と換気対策） 

 従来の感染症の感染経路には、接触感染、飛沫

感染、空気感染があるが、近年パンデミックが憂

慮されてきたインフルエンザウイルスについては、

空気感染の可能性は低いとされてきた。新型コロ

ナウイルスについては、これまでの感染事例から、

室内空気中の浮遊飛沫（以下「エアロゾル」とい

う。）による感染の可能性が指摘され、換気対策が

求められた。国内外で、エアロゾル感染の対策が

講じられたが、換気性状と感染リスクの関係は定

量的に把握することが出来ていない。このため、

現実的に可能な換気対策を講じてきた。 

（室内空気環境とウイルス感染） 

室内空気環境の指標である CO2については、換

気量に左右されるため、空気中のエアロゾルの濃

度と関係する。温湿度は、インフルエンザに関す

る研究によって、ウイルスの不活化速度に影響を

与えるとされている。絶対湿度が高い場合と低い
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場合に、不活化速度が低下するとされており、建

築物衛生法の温湿度の基準は、一定の妥当性があ

ると考えられている。しかし、新型コロナウイル

スについては、空気中のエアロゾル及びウイルス

に関する研究が過渡であり、その影響の機序に関

する結論が得られていない。 

（建築物の室内空気環境の実態） 

建築物の室内空気環境に関する既往の調査結果

によると、CO2 濃度が 2000 年以降高い傾向があ

り、エアロゾル感染対策の観点で好ましくない。

同様に、冬期の相対湿度が顕著に低い傾向があり、

インフルエンザウイルスの感染防止の観点で好ま

しくない。 

（エアロゾル感染への対策） 

これまでの一般的な換気対策では、換気によっ

て空気中のエアロゾルを排出するために、換気量

を確保することが求められたが、エアロゾル感染

の特性を考慮して効率的な換気の実施を求める提

言 9)がなされた。感染者から放出されるウイルス

を含むエアロゾルは、1μm 以下の微小なものから

100μm を超えるものまで含まれている。大きなエ

アロゾルは、重力によって落下するが、落下しな

いエアロゾルは空気中に浮遊する。空気中で水分

が蒸発して秒単位の速さで縮小してより浮遊しや

すくなる。エアロゾルは咳やくしゃみなどの放出

速度が速い場合は前方に飛ぶが、小声での会話や

マスク着用時など放出速度が低い場合は、室内気

流に乗って運ばれる。特に気流が弱い室内では人

体発熱による上昇気流に乗る。しかし、多くの場

合は空調や換気等によって気流があるため、その

気流に乗って移動する。このため、感染者の風下

では、小さい粒径だけでなく大きな粒径のエアロ

ゾルも伝搬する。それに対して、距離が大きい場

所では大きな粒径は落下し、小さなエアロゾルは

拡散によって薄められる。しかし、換気が悪い場

合には、拡散したエアロゾルが空間内で蓄積され、

距離にかかわらずエアロゾル濃度が高くなる。こ

のようなエアロゾルの挙動を考慮して、A 大きな

エアロゾルが伝搬する風下での感染と B 換気の悪

い空間でのエアロゾルの拡散充満による感染の双

方に対処する必要がある。 

また、WHO では、2021 年 11 月に技術協議が

開始され、呼吸器系感染症病原体の伝搬様式とし

て、感染性呼吸器系粒子（IRPs）の概念を導入し

ている。IRPs は様々な大きさで存在し、空気中を

移動する。多様な専門家が参加したが、2024 年 4

月に報告書が出されており、IRPs の大きさに明確

なカットオフを設けないこと、適切な換気と気流

パターンの重要性が認識されたこと、について合

意されている 10)。 

C1.2. COVID-19 パンデミック時の対策の実態調

査と課題の整理 

 宿泊施設のエアロゾル感染対策（客室、食堂、ホ

ール、浴室等の共用空間）、客室の換気方式と陰圧

性状、客室の換気効果に関する課題と対応につい

て、宿泊施設に関する既往の調査結果 11)～15)、換気

に関する基準等 16）～18)、本研究で実施した宿泊施

設に対するヒアリング及び室内環境調査の結果を

踏まえて整理し、エアロゾル感染対策の評価に向

けた課題と手法 19）を検討した結果について、以下

に詳細を示す。 

（1）宿泊施設のエアロゾル感染対策 

 宿泊施設の空調換気設計条件、宿泊施設の施設

担当者に対するヒアリング及び室内環境調査（温

湿度・CO2 濃度等）の結果を踏まえて、各空間に

おけるエアロゾル感染対策の可能性と課題を整理

した。 

 宿泊施設における宿泊者の基本的な行動は、ホ

ールなどで受付を行い客室に移動、その後に施設

内の共有空間を利用する。その後、受付を行って

退所する。従業員は、出勤後各空間を移動して業

務に従事した後に退勤する。これらの施設在所者

によるエアロゾル感染は、施設内各所で発生する

可能性があるが、比較的滞在時間が長い空間で、

エアロゾル濃度が上昇し感染リスクが高くなると

考えられる。 



- 7 - 

 客室では、夜間などに長時間のエアロゾル発生

があり濃度が上昇する。高濃度のエアロゾルが廊

下に流出すると廊下での吸引と感染の可能性が高

くなるため、客室から直接排気して、エアロゾル

が廊下に流出しないようにする客室の陰圧化が望

まれる。空気清浄機等によって客室内のエアロゾ

ルを捕集する方法も考えられるが、その場合でも

廊下への流出を抑制することが望まれる。 

 共用空間の食堂や浴室などでは、感染者が比較

的長い時間エアロゾルを放出し濃度が上昇する可

能性があり、他の利用者が吸引し感染する可能性

が生じる。共用空間では、換気量が少なく感染者

が放出したエアロゾルの濃度が高くなることによ

る感染（空間拡散感染）に加えて、室内気流によっ

て感染者の風下で部分的に濃度が高くなる場合の

感染（風下感染）の可能性が生じる。共用空間では

感染者の位置が特定できないため、風下感染を抑

制することが難しいが、扇風機やサーキュレータ

等によって、空気の流れを変化させることでリス

クを平均化することができる。なお、扇風機やサ

ーキュレータは、首振りなどの機能を用いて流れ

が固定されないようにすることが望ましいとされ

ている。また、空気清浄機はエアロゾルを捕集す

るが、さらに空気清浄機の気流を生かす方法も考

えられる。 

 以上のように、宿泊施設では客室と共用空間の

エアロゾル感染対策が異なる。客室では換気量の

確保と陰圧化によるエアロゾル拡散防止、共用空

間では換気量の確保と気流制御が必要である。 

（2）客室の換気方式と陰圧の性状 

 宿泊施設の空調換気設計条件、宿泊施設の施設

担当者に対するヒアリング及び室内環境調査（温

湿度・CO2 濃度等）の結果を踏まえて、客室の換

気方式と陰圧の性状を整理した。 

 客室の主な給気方式及び空調換気方式として、

給気方式に外調機がある場合には、ダクトからの

給気、天井裏空間を利用した給気、廊下からの間

接的な給気、がある。外調機が無い場合には、廊下

からの間接的な給気、客室の自然給気口からの給

気、廊下からの間接的な給気と自然給気口からの

給気の併用、がある。なお、この他の給気方法も考

えられる。 

 客室の排気は、バスユニットやトイレの排気口

から行われる。排気が連続運転（24 時間換気）の

場合と個別スイッチで停止できる場合がある。 

 空調は、ファンコイル、壁掛けエアコンがある。

客室のパネルで風量を調整（強中弱）する場合が

ある。外調機からの外気が、ファンコイルユニッ

トに供給される場合には、空調の風量によって外

気の流入量が変わる可能性がある。特に、天井裏

を利用して外気を客室に導入する場合には、空調

の風量が低い客室への外気導入量が減少する可能

性がある。 

 客室の陰圧性状は、給気方式、排気の運転状況、

空調の運転状況、外気条件（外部風・気温）によっ

て異なると考えられる。 

（3）客室の換気効果に関する課題と対応 

 宿泊施設の空調換気設計条件、宿泊施設の施設

担当者に対するヒアリング及び室内環境調査（温

湿度・CO2 濃度等）の結果を踏まえて、客室にお

ける換気効果の低下と感染性エアロゾル吸引の可

能性を挙げ、対応の可能性を以下に示す。 

 空調方式毎の換気効果の低下、エアロゾル感染

の可能性と対応について、廊下経由で客室に給気

する場合、客室が廊下に対して陰圧になり、客室

からのエアロゾルの流出が少ないと考えられる。

しかし、廊下の空気が客室ドアのアンダーカット

を介して流入し、ドア近くのバスユニット等から

排気されることでショートサーキット（給気され

た空気が室内に行き渡る前に排気口へ抜けてしま

う現象）が発生する可能性があるため、客室に空

気の停滞が発生し、エアロゾルの濃度が高くなる。

この対応としては、エアコンやファンコイルユニ

ットの風量を維持（暖冷房が必要ない場合にも送

風を行う。）して、客室内を攪拌することで、停滞

を解消することができると考えられる。また、サ



- 8 - 

ーキュレータや空気清浄機によって攪拌する方法

も考えられる。 

 ファンコイルユニット経由で給気する場合、フ

ァンコイルユニットの風量が低下すると外気導入

量が低下する可能性がある。対応としては、ファ

ンコイルユニットの風量を維持（暖冷房が必要な

い場合にも送風を行う。）し、外気導入量を維持す

る方法が考えられる。 

 客室不在時の排気や空調の停止によって、客室

内のエアロゾル濃度が高く維持される可能性があ

る。また、省エネルギーのために CO2濃度計を用

いて換気量を抑制する場合、次のような換気量の

減少が発生する場合がある。一般的な CO2濃度計

には自動補正（自動ベースライン補正）機能があ

り、一定期間の最低濃度を外気の CO2濃度（例：

400ppm 程度）に一致させるよう、表示値を補正

する。不在時に換気を停止して室内 CO2濃度が十

分に下がらない場合、本来は外気よりも高いはず

の CO2 最低濃度を外気 CO2 濃度と誤認して補正

してしまうため、補正後の表示 CO2濃度が実際よ

りも低く表示される（＝過小表示）。その結果、CO₂
濃度から換気状態を判断すると、換気が不足して

いるにもかかわらず十分に換気できているように

見え、換気量を増やす判断が遅れるおそれがある。

つまり、濃度が過小評価され、換気量が抑制され

る。このような事象は、事務所ビルで確認されて

いる。対応として、不在時の換気量の一定時間の

維持による濃度の低減が必要となる。 

 自然給気口を用いた場合、客室ドアのアンダー

カットの気流方向が、外気条件の影響を受けやす

い。客室への空気の流入が安定するように、排気

しながら自然給気口とドアアンダーカットのいず

れかを閉鎖し空気の流れ方向を確定して客室を陰

圧化する方法が考えられる。 

 このように、客室の空調換気運転が客室内エア

ロゾル濃度に与える影響を把握するには、換気の

運転有無、ドア開閉条件、浴室・トイレ排気の運転

等をケースとして設定し、客室内における濃度の

時間変化を比較することが必要となる。本節では、

換気停止時の滞留、排気位置に起因する停滞、シ

ョートサーキットの発生等を踏まえた対策（運転

継続、排気経路の見直し、開口条件の管理等）の効

果を整理した。 

（4）換気性能の確認方法 

 市中感染及びパンデミックが発生する前に、以

下の方法を用いて換気性能を点検し必要な改善を

行うことが望ましい。客室と共用空間における換

気性能の測定方法（換気風量、換気量、気流、差圧

などの換気性の簡易測定方法）を以下に整理した。 

・客室での確認方法 

 感染の疑いがある宿泊者を受け入れる場合は、

事前の点検と改善が非常に重要である。①風量の

測定、②CO2 濃度の測定、③差圧・気流の測定が

必要である。 

 風量の測定によって、建築物における衛生的環

境の確保に関する法律における空気環境の調整に

関する基準である一人当たりの換気量の目安 30

㎥/h について、超えているかを確認することが望

まれる。CO2濃度の測定では、在室時に 1000ppm

を超えないことが望まれる。また、不在時の CO2

濃度の減衰から、換気回数等を推定し、換気が機

能しているかを確認することができる。あわせて、

在室時の CO2 濃度が概ね 1000ppm を継続的に上

回らないことを目安として、換気状態を点検する

ことが望ましい。また、差圧・気流によって客室の

陰圧を確認することができる。 

・共用空間での確認方法 

 共用空間では、①風量の測定、②CO2 濃度の測

定が必要であり、客室の場合と同様に一人当たり

の換気量の目安 30 ㎥/h を超えているかを確認す

ることが望まれる。 

（5）エアロゾル感染対策の評価手法 

 平時及び感染の可能性がある者が滞在している

場合を想定し、空間内で長時間にわたり感染性エ

アロゾルが発生する場合の空調換気対策を検討す

るため、以下のシミュレーション手法を整理した。 
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 本検討では、(i) 非感染者の呼吸域におけるエア

ロゾル濃度（時間平均・最大値）、(ii) 一定濃度以

上となる領域の広がり、(iii) 想定される曝露量（相

対比較）を主な評価軸として、対策の効果を比較

する。 

 エアロゾル感染対策は、ウイルス等の病原体の

性質（感染力や毒性）により必要レベルが異なる。

感染者から放出されたエアロゾルの挙動は、空調

換気設備、空気が流れる経路、外気条件によって

形成される換気経路（空気の流れ）に依存する。し

たがって、感染者の位置からどの程度の空間範囲

までを対象に評価するかは、これらを踏まえて検

討する必要がある。 

 評価対象範囲の換気経路形成要因を踏まえ、エ

アロゾル拡散抑制策の優先度と評価の要点を整理

し、施設内の換気経路（空気の流れ）とエアロゾル

拡散抑制策の効果を評価することが望ましい。な

お、感染力及び毒性が低い場合でも有効な換気対

策は、優先して評価すべきと考えられる。 

 平時及び感染の可能性がある宿泊者がいる場合

の対策としては、呼吸器に由来する感染を念頭に

置いた場合、客室内で発生したエアロゾル拡散抑

制策の効果の評価を、優先的に行う必要があると

考えられる。宿泊は滞在時間が長く、室内の空気

の停滞や換気の偏りがあると、呼気由来粒子が室

内に滞留しやすくなるためである。なお、手指衛

生や清掃・消毒等の対策も重要である。一方で、空

気の停滞やショートサーキット等による換気不足

は、これらの対策だけでは十分に補いにくいため、

空気の流れ（換気経路）に関する対策として別立

てで検討する必要がある。 

 次に、フロア全体の換気経路は空調換気設備に

よって異なり、客室から拡散したエアロゾルの挙

動が多様であるため、フロアを対象にした評価も

重要である。宿泊施設の条件（建築形態、空調換気

設備、運用・維持管理）によって、換気経路は多様

である。このため、エアロゾル拡散対策の効果を

一律に評価することは出来ない。従って、宿泊施

設の条件とエアロゾル拡散対策の効果の関係性の

全体像を把握することも重要である。複数フロア

で構成される棟では、階段室やエレベーター、空

調ダクトを介してエアロゾルがフロア間で拡散し、

感染の要因となる場合が考えられる。また、複数

の棟で構成される施設全体でのエアロゾル拡散も

否定できない。これらのエアロゾル拡散対策とそ

の効果は、実態調査や実験のみで明らかにするこ

とは出来ないため、建築物の形態、空調換気設備

の特性を考慮した換気回路網及び気流の解析（シ

ミュレーション）によって評価する必要がある。 

 客室単位では、空調換気運転条件の違いが客室

内エアロゾル濃度に与える影響と、状況別に対策

を講じた場合の改善効果を示した。あわせて、フ

ロア単位では、複数客室の運転条件の組合せがフ

ロア内の濃度分布に与える影響と、対策による改

善効果を示した。これらは、換気回路網計算に基

づくエアロゾル濃度シミュレーションにより試算

可能である。なお、本検討で用いる換気回路網計

算は、客室・廊下等を単位空間として、空気が出入

りする開口（ドアのアンダーカット等）や給排気

口、ダクトを通気経路としてモデル化し、各経路

を流れる風量を計算する手法である。入力は、給

排気量、開口の状態（開閉・すき間）、室容積等で

あり、出力は、室間の空気の流れ（換気経路）と各

室の換気量である。これを用いて、運転条件の違

いがエアロゾル濃度の分布に与える影響を相対比

較する。本手法は、対策の有無や運転条件の違い

による影響を“相対的に比較”することに適して

いる。 

（6）客室の実態調査 

（温度・湿度・二酸化炭素濃度） 

 調査の結果、室温は、おおむね建築物衛生法の

管理基準の範囲であり、調査対象 27 客室のうち、

実測時間帯を通じて常に基準範囲内で推移して

いたのは 19 室（70％）であり、不適率は 30％で

あった。空調方式別に見ると、中央管理方式の客

室では、室温の変動が小さく、基準値内で安定し
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て推移する傾向が確認された。一方、個別空調方

式の客室では、空調設定や利用状況によりばらつ

きがあり、温度管理における一貫性に欠ける傾向

が見られた。相対湿度は、実測時間帯内を通して

常に基準範囲内で推移していたのは 7 室（26％）

のみであり、不適率は 74％に達した。室内湿度の

管理は温度に比べて難しいことを示唆している。

空調方式による違いについては、中央管理方式の

客室では相対湿度が基準範囲内で推移する時間

が比較的長く、個別空調方式の客室では相対湿度

の変動が大きく、基準範囲を超えるケースが多か

った。CO2 濃度は、測定時間帯において、濃度

の中央値が基準値以下であったのは全体の

70％（27 室中 9 室）であった。 

（換気回数） 

 24時間換気による換気回数（推定値）について、

0.5 回/h 以上であった客室は全体の 81％（27 室

中 22 室）であった。この 22 室のうち 16 室では、

CO2 の最大濃度がいずれも基準値である 1000 

ppm を下回っていた。また、厚生労働省新型コロ

ナウイルス感染症対策本部が「換気の悪い密閉空

間」の改善策として推奨する換気回数（2 回/h 以

上）5）を満たした客室は 4 室であり、これらもは

いずれも CO2の最大濃度が基準値以下であった。

さらに、推奨換気回数に近い 2 室（いずれも 1.95

回/h）についても、CO₂濃度の最大値は基準値を

下回っていた。 

（7）下水サーベイランスを活用した COVID-19 感

染対策の有効性評価 

 2023 年 5 月 8日に COVID-19 が 5 類感染症に変

更されたことに伴い、全数報告から定点報告へ移

行した結果、COVID-19流行状況の把握が難しくな

ったことで、下水サーベイランスは、受診行動や

検査数の影響を受けず、無症状感染者を含めた感

染状況を反映できる点が特徴であり、定点報告を

補完するツールとして近年注目されている。下水

中の SARS-CoV-2 RNA 濃度を指標とし、医療機関

における COVID-19 罹患数との相関を調査すると

ともに、下水サーベイランスが院内感染対策の評

価に活用可能かを検討したところ、自治体の下水

サーベイランスデータを用いて、病院における

COVID-19 症例数を推定できることが示された。

さらに、下水中 SARS-CoV-2 濃度を基準として院

内感染患者数を比較することで、COVID-19院内感

染対策を評価することが可能であることを示し

た。 

C1.3. 特定感染症のフェーズに応じた対策案の具

体化 

 特定感染症患者を効率的に発見するには、国内

の流行状況に基づいたフェーズ分類の導入が重要

である。COVID-19 の水際対策として、日本政府

は帰国者・入国者に対し、当時は原則 14 日間の自

宅又は宿泊施設での待機等を求め、成田国際空港

等の入国地周辺において、検疫所が確保する宿泊

施設（待機施設）で待機受入れが行われた 20）～22）。

これらの運用を通じて整備された手順や留意点の

一部は、感染症対策として継続的に参照・活用さ

れている。 

 一方で、COVID-19 の経験による感染症への行

動変容等を踏まえるとともに、これまでの

COVID-19 の対応策等を鑑み、本研究では、国内

発生の可能性が低い段階(フェーズ 0)、国内発生の

リスクが高まる段階(フェーズ 1)、国内発生が実際

に確認された段階(フェーズ 2)の 3 段階分類に整

理する。さらに、特定感染症の特性を踏まえ、発熱

及び呼吸器症状に着目したスクリーニングを行う

ことで、特定感染症患者を効率的に発見できる可

能性がある。 

 旅館等の現場において、（ⅰ）宿泊客が来館した

際に感染症拡大を防ぐための現実的な方法である

こと、（ⅱ）医療関係者が常駐しない状況でも施設

スタッフが対応できる内容であること、（ⅲ）宿泊

者にも理解が得られる対応であること、等を踏ま

える必要がある。以上を踏まえ、本研究では、スク

リーニング方法及びフェーズ別対策の具体案を検

討した結果を以下に示す。 
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（1）COVID-19 流行期の旅館業等での対応の実際 

 COVID-19 流行期の水際対策として、日本政府

は入国・帰国者に対し、当時は原則 14 日間の自宅

等での待機を求める運用を行い、対象者の一部は

検疫所が確保する宿泊施設（待機施設）に入所し

て待機した。また、一定の地域からの帰国者等を

対象に、症状の有無にかかわらず検査を実施する

運用が行われた。 

 調査施設においては、COVID-19 対応マニュア

ルを施設職員が情報収集のうえ作成し、必要に応

じて、行政の運用担当者（検疫所・自治体等）が訪

問した際等に内容を相談しながら随時更新してい

た。施設内は、グリーンゾーン（職員エリア）とレ

ッドゾーン（宿泊客エリア）をフロア単位で明確

に区分していた。さらに、運用担当者がレッドゾ

ーンへ立入る際の業務内容と使用する個人防護具

（PPE）を定め、ホテル職員と連携方法を明確に

したうえで、退室後の客室清掃方法等についても

手順を整備し、これに準拠して運用していた。 

 また、調査施設のチェックイン時の健康観察と

手指衛生の励行、職員の出勤前/出勤時の健康観察

確認と記録、体調不良時の対応手順等が整備され、

施設の運用方針に応じて一定期間継続されていた。

施設が計画・実施した感染対策により、施設職員

は安全に業務を遂行できていたと考えられた。 

 なお、調査施設はマニュアル作成時や対策実践

時に専門家への相談ができる体制を有していた一

方で、過去の調査においては、多くの施設で専門

家への相談体制がなく不安であったとの意見も報

告されている。 

（2）注目すべき特定感染症とそのスクリーニング

方法 

 一類感染症に分類されるウイルス性出血熱は、

特定の国や地域でのみ発生している。欧州や米国

では、発生国からの渡航者や帰国者に発症例が報

告されているものの、アウトブレイクにつながっ

た事例は報告されていない。また、二類感染症の

急性灰白髄炎とジフテリアの発生は特定の国や地

域に限られている。2003 年にパンデミックを引き

起こした重症急性呼吸器症候群（SARS）は、現在

では自然界でのヒト感染が確認されておらず、事

実上消失したと考えられている。 

 これに対して、結核は世界各国で依然として発

生しており、現在も国際的な公衆衛生上の課題と

なっている。鳥インフルエンザ(H5N1 及び H7N9)

については、ヒトへの感染事例は限られているが、

鳥類での発生が持続していることから、今後の変

異や流行の兆候を見逃さないためにも継続的な監

視が必要である。 

 以上より、国内で発生又は持ち込まれる可能性

が高い特定感染症は、結核、鳥インフルエンザ

(H5N1 及び H7N9)は、中東呼吸器症候群（MERS）

や将来的に発生が懸念される新型インフルエンザ

である。これらはすべて呼吸器感染症であり、主

な症状は発熱及び呼吸器症状である。 

 したがって、これらの症状に着目したスクリー

ニングを行うことで、特定感染症患者を効率的に

発見できる可能性がある。 

（3）フェーズ分類 

 特定感染症患者を効率的に発見するためには、

国内の流行状況に基づいたフェーズ分類の導入が

重要である。検討の結果、本研究班では、フェーズ

0（国内で特定感染症が発生する可能性が低い段

階）、フェーズ 1（国内で特定感染症の発生リスク

が高まっている段階）、フェーズ 2（実際に国内で

特定感染症の発生が確認された段階）の 3 段階分

類に整理した。なお、この整理におけるフェーズ 0

及び 1 の段階における対応は、法制面とは別に、

科学的に考え得る任意の対応として検討したもの

となる。 

（4）発熱および呼吸器症状がある宿泊客への対応 

 宿泊客が来館した際には、体温及び呼吸器症状

（咳・咽頭痛等）の有無を確認する。 

(1) 発熱の確認：37.5℃以上「発熱あり」として扱

う。ただし、米国の健常成人を対象とした研究で

は、平熱が 37.5℃以上の者も 1％弱ながら存在す
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ることが報告されている 23）。したがって、平熱が

37.5℃を超えると申告があった場合は、一律に「発

熱あり」とは判定せず、個別の状況を考慮する。 

(2) 呼吸器症状の確認：次のいずれかに該当する

場合を「呼吸器症状あり」として扱う。ただし、気

管支喘息や慢性気管支炎などの慢性的な呼吸器症

状がある者については、本人に確認し「いつもの

状態」であれば、一律に「症状あり」とは判定しな

い。 

・咳：会話の継続が難しい、咳が持続している、ま

たは睡眠・日常行動に支障が出る程度の咳がある。

周囲の人が気になるほどの強い咳がある。 

・咽頭痛：嚥下時痛がある、または本人が強い不

快を訴え、日常行動に支障が出る程度の痛みがあ

る。 

 上記の発熱および呼吸器症状のいずれにも該当

しない場合には、通常宿泊として差し支えない。 

一方で、発熱または呼吸器症状のいずれかに該当

する場合には、宿泊者の意向、体調、周囲への配慮

を踏まえ、下記(a)(b)のいずれかの対応をとる。 

(a) 施設内滞在：基本的に客室内で過ごす（症状が

改善すれば通常の宿泊に移行する）。体調の変化が

あった場合は速やかに施設へ申し出るよう依頼す

る。 

(b) 医療機関の受診（または相談先への連絡）を案

内し、指示に従う。 

 なお、同伴者に症状がない場合は通常通り宿泊

できるが、症状を有する宿泊者に付き添う必要が

ある場合には行動を共にする。その際、同伴者も

体調変化時の申告および接触機会の低減に留意す

る。 

（5）感染拡大防止策の考え方と科学的根拠 

 結核は空気感染を起こす代表的な感染症であり、

感染リスクは患者の感染性、接触時間、近接度、換

気状況に強く依存する。換気不良の屋内で長時間

曝露するほど感染リスクは高く、実務上は閉鎖空

間での長時間曝露がリスク評価の目安とされてき

た。一方、鳥インフルエンザ、新型インフルエン

ザ、MERS については、近距離の飛沫・短距離エ

アロゾルや接触による伝播は起こり得るものの、

現時点では持続的なヒト－ヒト伝播は限定的であ

ることが示されている。 

 これらの知見から、スクリーニングにより発熱

や呼吸器症状が認められた宿泊予定者については、

空気の流れが管理された室内での滞在、手指衛生

の徹底、室外移動時のサージカルマスク着用を行

うことで、仮に特定感染症であっても施設内での

感染拡大リスクは低いと整理できる。対応する従

業員については、サージカルマスクの着用および

対応後の手指衛生を基本とし、必要な資機材の整

備と日常的な訓練が重要である。特に、今後、結核

のような空気感染を起こす感染症が疑われる場合

には、N95 マスクの着用が望ましく、その有効性

を確保するためには事前のフィットテストと着用

訓練が不可欠である。 

（6）フェーズ分類別の準備と対応 

 平時（フェース 0）から準備を行うことが重要で

ある。検討の結果、①施設内の連絡体制の構築・整

備、②業務手順書の作成、③事業継続計画(BCP)の

策定、④感染対策に必要な物品確保、⑤感染対策

（特に空気感染、飛沫感染対策)、⑥情報収集、⑦

教育研修体制の整備と実施、⑧行政や医療機関と

の連絡体制の整備、⑨従業員の健康管理、⑩宿泊

客の健康管理、⑪定期的な環境消毒、⑫客室の清

掃・消毒の実施、⑬リネン類の取扱い、⑭レストラ

ンにおける対応、⑮パブリックスペース、ジム、プ

ール、大浴場等に分けた対策を示した。 

C3．興行場法施設の実態と課題 

C3.1. 温湿度及び二酸化炭素濃度 

 現場対面実測調査と 2 週間の連続測定により、

上映中の観覧場の温湿度 CO2濃度の実際を事例的

に調査した。 

（1）調査 A（温湿度及び二酸化炭素濃度等 温熱環

境の調査・現場対面実測調査） 

 各施設の観覧場における上映中の温度・相対湿

度・CO2 の調査結果から、全体傾向として、一部
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の施設の相対湿度を除き、興行場法第２条、 第３

条関係基準条例準則（昭和 59 年 4 月 24 日環指発

42 号厚生省環境衛生局長通知）の範囲の温熱環境

になっている。調査対象施設では、夏期の場合平

均約 25℃、冬期の場合平均約 20℃～24.5℃に管理

されていることが多かった。また、前方・後方の座

席の位置による差は小さかった。相対湿度の場合、

施設内の平均値の差は小さいが、施設ごとの差は

生じており、外気や運用の差を受けており、夏期

は高湿、冬期は低湿になりやすり傾向にある。CO2

濃度の場合、前方・後方の座席の位置による差が

あり、施設の排気側の座席位置の方がやや高くな

る。また、1,500ppm以下の基準の範囲ではあるが、

開演よりも終演に近い時間で濃度が上昇する傾向

がみられた。 

（2）調査 B（2 週間の連続測定） 

 各施設の観覧場における上映中の温度・相対湿

度・CO2 濃度の調査結果から、全体傾向として、

温度は夏期冬期ともに基準の範囲を超えることは

ないが、相対湿度は外気の高い時期には高湿側で、

外気の低い時期には低湿側で基準の範囲を超える

こともある。また、CO2 濃度は、状況によって、

稀に 1,500ppm 以上になることもあるが、平均値は

1,000ppm 以下であった。 

C3.2. 落下細菌・真菌 

 落下細菌に関しては、先行研究 24）において、4D

観覧場よりも 2D 観覧場の方が、落下細菌数が有意

に少なく、特に夏期では 15 cfu/(23cm2)以下の値が

報告されている。本年度調査した 3,000 ㎡未満の

中規模映画館の結果では、5 施設では先行研究と

同様に 20 cfu/(23cm2)以下と少ない値であったが、

調査した 2 施設それぞれ 111 cfu/(23cm2)、42 

cfu/(23cm2)と高い値が検出された。 

 落下真菌に関しては、先行研究では 4D と 2D

観覧場で有意差は認められなかったが、2D 観覧

場では 5 cfu/(23cm2)以下と低濃度であった。本年

度調査した 3,000 ㎡未満の中規模映画館の結果

から、4 施設で 10 cfu/(23cm2)以上の値であった。

そのうちの 3 施設について冬期に調査を行った

ところ、落下細菌はほとんど検出されず、最大で

も 2 cfu/(23cm2)であった。 

 このように、一部の 3,000 ㎡未満の中規模映画

館の施設で、夏期に落下細菌が高く検出されると

ともに、落下真菌も大規模映画館の観覧場よりも

値が高い施設があった。冬期の調査では、いずれ

の施設も懸念されるレベルの数値は検出されて

いない。 

C3.3. 付着細菌・付着真菌 

 付着細菌は、夏期調査の結果から 1 施設を除け

ば、先行研究の 2D スクリーンと同程度の 100 

cfu/(23cm2)以下であった。付着真菌は、先行研究

では 200 cfu/(23cm2)を超える測定値が散見され

たが、本調査では 1 施設のみ 200 cfu/(23cm2)が

検出されたものの、全体的には 50 cfu/(23cm2)以

下の傾向がみられた。冬期の調査では、落下細菌

と同様、付着真菌の検出頻度は非常に低く、最大

でも 10 cfu/(23cm2)であった。 

 このように、本年度調査した 3,000 ㎡未満の中

規模映画館では、付着細菌・付着真菌ともに一部

の施設で夏期に高い値が出たものの、そのほかの

施設では、夏期・冬期ともに、値は低く懸念され

るレベルの数値は検出されていない。 

C3.4. 浮遊細菌・浮遊真菌 

 浮遊細菌について、一部の施設では 1000 

cfu/m³を超える高濃度が検出された。それ以外の

施設・測定箇所ではすべて 1000 cfu/m³以下であ

ったが、先行研究で行った大規模映画館の 2D 観

覧場でも一部の施設に高濃度が検出されている。 

浮遊真菌濃度では、先行研究で 1000 cfu/m³以

上が検出されたのは 1 か所のみであったのに対

し、本年度調査した夏期の結果では、一つの施設

から 7 箇所、或いは別の施設から 4 箇所、1000 

cfu/m3を超える濃度が検出された。高濃度が検出

された施設においては、冬期に同様の調査したと

ころ、夏期に比べ著しく低いことを確認している。 

観覧場内の浮遊微生物濃度は、人体由来の汚染
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質発生量と換気量とのバランスで決定する。呼吸

域濃度は、観覧場内の観覧者人数、着席位置、ま

た空調設備の運転状況等多くのファクターが影

響する。現場実測結果はあくまで一事例でしかな

いが、引き続き、調査をすることが必要であると

いえる。 

C3.5. 浮遊微粒子 

 各映画館において、粒径別浮遊粒子濃度の平均

値および変動係数の結果から、映画館間で<1 µm

の粒子濃度は最大で約 30 倍、>1 µm では約 10

倍の差が認められるとともに、変動係数にも顕著

な差が見られた。 

先行研究では、2D スクリーンでの<1 µm 粒子

濃度の平均値は約 12,000 p/L であったが、本年

度調査した結果では、2 つの施設を除き、いずれ

もそれを大きく上回った。>1 µm 粒子濃度につい

ても、先行研究の平均値が約 250 p/L であったの

に対し、本年度調査した結果からは、それ以上の

濃度が多くの映画館で観測された。 

C3.6. 空気中のにおい成分に関する分析 

検出された空気中のにおい成分については、主

に飲食や衣類などに由来する人の行動や建物の建

材や機材などに由来する成分の影響が比較的大き

い。 

スクリーニングの結果としては、対象とした多

くの成分が 4D 及び 2D の観覧場でともに検出さ

れる傾向にあり、同様な傾向であるといってよい。

これらの成分を臭いの系統ごとに分類すると、カ

ビ系（2 種）、果物（19 種）、食品・植物系（13 種）、

防虫剤系（6 種）、溶剤・油系（23 種）、その他（2

種）というように、果物や溶剤・油系の成分が比較

的多い傾向にあった。 

得られた結果は、有害性が懸念されるレベルで

はないものの、継続した調査を行うことで、今後

も実態を把握しておく必要があると考えられ、特

に、興行場は、感受性や健康状態の異なる多数の

人々が利用する場であることから、継続した衛生

管理を行う上でも実態調査は必要と考えられた。 

C3.7. 衛生器具の使用状況に関する調査 

 衛生器具数の基準には、準則Ⅰの９に緩和規定

が設けられており、あわせて同準則Ⅰの８（3）の

ただし書きにより運用上の調整が可能とされてい

る 31）。しかし、これまでに実施した延べ床面積

3,000 ㎡以上の大規模映画館（シネマコンプレッ

クス）を対象とした調査 32）においては、当該ただ

し書きが実態に十分反映されておらず、興行場法

の対象施設の多様な運用状況に対して、器具数が

適当数となっていないことが示唆された。 

 観覧場が複数ある映画館の場合、1 演目ごとに

観客が入れ替わり、観覧場以外の施設内に滞在す

る利用者の人数は、施設側が上映の開始と終了時

刻をずらすこと、上映開始前に入場できるタイミ

ングをコントロールすること等によって、一定程

度コントロールされている実態がある。 

 3,000 ㎡未満の中規模映画館についても、同様

に施設の運用状況を把握した。施設内に観覧場の

数が 10 前後である場合の観覧場以外の施設内に

滞在する利用者の人数を算出した結果、満員の際

にも施設の観覧場以外には総定員比の半分以下と

なる運営計画となっていた。これは、大規模映画

館と同様の傾向であった。 

 

D．結論 

令和 6 年度の研究によって、以下の知見が得ら

れた。 

 COVID-19パンデミック時の対策の実態調査と課

題の整理として、宿泊施設の空調換気設備の実態

を踏まえて、客室及び共用空間におけるエアロゾ

ル感染対策の可能性を検討した。特に、長時間滞

在する客室の換気方式と陰圧の性状を整理し、空

調換気方式が多様であることを踏まえ、換気効果

に関する課題を明らかにし、客室及び共用空間に

おけるエアロゾル感染対策の可能性を整理した。

また、換気性能の確認方法の整理を行った。以上

によって、宿泊施設の客室、共用空間含むフロア、

棟、施設全体におけるエアロゾル拡散性状が多様
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であることを示し、エアロゾル感染対策の課題と

対策評価の枠組みを示した。最後に、エアロゾル

感染対策の評価手法として、換気回路網計算を用

いたエアロゾル濃度分布のシミュレーションの必

要性を示した。 

 特定感染症のフェーズに応じた対策案の具体化

として、旅館等において宿泊客から特定感染症患

者（疑い例を含む）をスクリーニングする方法、特

定感染症のフェーズ分類、及びフェーズ別の感染

対策の具体案作成等、を検討した。これらの情報

は、我が国の旅館業法の施設の感染症対策として、

今般の変化を踏まえた衛生管理に資する知見と位

置付けられる。 

興行場の実態調査では、興行中の測定は観客や

演者に配慮する必要があるため実態の把握が難し

いという面があるものの、地域・規模等を踏まえ、

興行場のうち、映画館を軸として、上映中の観覧

場の多面的な衛生管理の調査を行い、エビデンス

を集積した。現場の対面調査として、3,000 ㎡未満

の中規模映画館の上映中の観覧場（夏期 7 施設、

冬期 3 施設）において、温度・湿度・CO2 濃度・

空気清浄度の連続測定および真菌・細菌と維持管

理に関するヒアリングを行った。調査対象施設の

観覧場の温熱環境は、冬期の湿度は最低基準に近

いものの、夏期・冬期とも概ね基準の範囲であっ

た。相対湿度は成り行きで運用することもあり、

外気湿度の影響が大きい。これまで行っている大

規模映画館ほどではないが、一定水準以上で維持

管理がなされているものの、設備の更新や維持管

理に苦慮している実態がある。観覧場内微生物に

関しては、冬期と比較して夏期の方が、浮遊・落

下・付着のいずれの細菌・真菌濃度も高かった。ま

た、粒径別浮遊粒子濃度は、大規模映画館の観覧

場の先行研究の結果と比較して高い傾向であった。

さらに、映画上映中の浮遊細菌濃度の予測に関し

て、落下細菌濃度および 5μm を超える浮遊粒子

濃度を用いた予測手法を検討した結果、両指標か

ら得られた予測値はほぼ同等であった。観覧場内

のにおい成分の分析結果から、主に飲食や衣類な

どに由来する人の行動や建物の建材や機材などに

由来する成分の影響が比較的大きい。得られた結

果は、有害性が懸念されるレベルではないものの、

興行場は、感受性や健康状態の異なる多数の人々

が利用する場であることから、継続した調査を行

うことで、今後も実態を把握しておく必要がある。

大便器利用調査では、大規模映画館と同様に、観

覧場以外の施設内に滞在する利用者の人数は、施

設側が上映の開始と終了時刻をずらすことや、上

映開始前に入場できるタイミングをコントロール

すること等によって、一定程度コントロールされ

ている施設が多いことを把握した。また、中規模

映画館のある隣接施設には個別機能を備えた便房

計画が推進されているところもあり、施設の規模

や地域性により、利用者のニーズに応じた運用管

理がなされている。興行場法の施設は、設備の更

新や維持管理を計画的に行う必要があり、効果的

な助言や指導に資する情報整備を行う必要がある。 

これら一連のエビデンスの集積を踏まえ、次年

度は、特定感染症の国内発生時のまん延の防止及

び感染防止対策を担う人材育成の支援に資する旅

館業法の施設に向けた研修ツール作成と、興行場

法の施設の建築設備の設計と維持管理や運用のあ

り方に資する提言に資する資料作成を行う。 
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6) 林基哉「フィンランド高齢施設の室内環境特
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

旅館業法及び興行場法の施設における感染防止対策等を含む衛生管理の推進のための研究 

COVID-19 パンデミック時の課題検討、特定感染症有症者時の具体的基準案の作成 

研究分担者  石黒 信久  北海道大学 医学部附属病院感染制御部   准教授 

研究分担者  黒須 一見  国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター  主任研究官 

 

研究要旨 

(1) 旅館等における特定感染症対応の標準化を目的に、感染経路・感染力・有症者等の定義を整理し、

関連文献と行政計画（新型インフルエンザ行動計画等）を検討した。発熱・咳・咽頭痛などの呼

吸器症状を中心とする宿泊客スクリーニング基準を提示し、国内流行状況をフェーズ 0～2 に区

分して、宿泊可否判断、室内待機・受診勧奨、物品確保・職員教育・連携手順からなるフェーズ

別対策案を具体化した。なお、本研究におけるフェーズ 0 及び 1 の段階における対応は、法制面

とは別に、科学的に考え得る任意の対応として検討したものである。 

(2) 日本では 2023 年 5 月 8 日、COVID-19 の感染症法上の分類が「新型インフルエンザ等感染症（2

類相当）」から「5 類感染症」に変更され、サーベイランスは全数報告から定点報告へ、検査・

治療費は公費から保険診療へ移行した。12 病院 13,812 例の解析では、下水中 SARS-CoV-2 濃度

と週当たり新規患者数に強い相関を認めた（2類相当期間 r=0.8321、5 類感染症期間

r=0.7501）。さらに、自治体など広域流域の下水データの方が、病院所在流域の下水データより

相関が強かった。公開されている自治体下水データを活用すれば、自施設の COVID-19 症例数の

推計や、下水濃度と院内感染者数の比較による感染対策の評価が可能である。 

本分担では、下記の 2 点について研究を実施した。 

1． 旅館等における特定感染症対応の標準化に関

する研究 

2． SARS-CoV-2 下水サーベイランスを活用した

COVID-19 感染対策の有効性評価 

各内容について目的、方法、結果、考察、結論を

記載する。 

 

１．旅館等における特定感染症対応の標準化に

関する研究 

A1．研究目的 

特定感染症（一類感染症、二類感染症、新型イ

ンフルエンザ等感染症、新感染症、指定感染症）

有症者等の具体的基準案を策定するため、感染経

路・感染力・有症者等の定義を整理し、必要な情

報収集・情報整理を行う。さらに、流行フェーズ

を定義し、特定感染症及びフェーズに応じた対策

の基本的考え方と具体案を検討する。 

 

B1．研究方法 

特定感染症について、感染経路、感染力、発生

状況、主な臨床症状を整理し、感染者を効率的に

発見するための有効な方法を検討する。 

 

C1．研究結果 

(1)注目すべき特定感染症とそのスクリーニング 

 一類感染症に分類されるウイルス性出血熱は、

特定の国や地域でのみ発生している(文献1,2,3)。

欧米諸国では、発生国からの渡航者や帰国者に発

症例は報告されているものの、アウトブレイクに

至った事例はない(文献 4)。 
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 二類感染症の急性灰白髄炎とジフテリアも発

生地域は限られている(文献 3)。2003 年にパンデ

ミックを引き起こした重症急性呼吸器症候群

(SARS)は、現在では自然界でのヒト感染が確認さ

れておらず、事実上消失したと考えられる(文献

5)。 

 一方、結核は世界各国で依然として発生してお

り、国際的な公衆衛生上の課題となっている(文

献 3)。中東呼吸器症候群（MERS）は、2012 年９

月以降、サウジアラビアやアラブ首長国連邦など

中東地域で広く発生している重症呼吸器感染症

であり、現在も発生している。2015 年に韓国では

中東で感染した１人の MERS 患者を発端として、

主に医療機関で感染が拡大し、計 186 名の確定患

者が報告されており、日本での発生はないが注視

する必要がある（文献 7,8）。鳥インフルエンザ

(H5N1 及び H7N9)は、ヒト感染例は限られるが、

鳥類での発生が持続しており、将来的な変異や流

行兆候を見逃さないためにも継続的監視が必要

である(文献 9)。 

 以上より、国内で発生又は持ち込まれる可能性

が高い特定感染症は、結核、中東呼吸器症候群

(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1 及び H7N9)、将

来的に発生が懸念される新型インフルエンザと

考えられた（表１）。これらはすべて呼吸器感染

症であり、主な症状は発熱及び呼吸器症状である

（表２）。したがって、これらの症状に着目した

スクリーニングにより、特定感染症患者を効率的

に発見できると考えられる（表３）。 

(2)フェーズ分類 

 特定感染症患者を効率的に発見するためには、

国内の流行状況に基づいたフェーズ分類の導入

が重要である。フェーズ分類として有効であるこ

とは当然ながら、現場での実行可能性と分かりや

すさを兼ね備えることが重要である。本研究班で

は、フェーズ 0（国内で特定感染症が発生する可

能性が低い段階）、フェーズ 1（国内で特定感染症

の発生リスクが高まっている段階）、フェーズ 2

（実際に国内で特定感染症の発生が確認された

段階）の 3 段階分類に整理する（表４）。なお、

この整理にあるフェーズ 0 や 1 の段階における

対応は、法令上の根拠は無く任意で行われるもの

となる。 

(3) 宿泊予定者の発熱および呼吸器症状スクリ

ーニング（図１） 

 宿泊予定者が来館した際には、以下の症状の有

無を確認する。(1)37.5 度以上の熱（ただし、平

熱が 37.5 度を超える者は除く）、(2)周囲の人が

気になるほどの強い咳、(3)本人が不快に感じる

咽頭痛の有無を確認する。 

 いずれにも該当しない場合には、通常どおり宿

泊可能とする。(1)～(3)のいずれかに該当し、か

つ症状の程度が通常と異なる場合には、下記(a)

～(c)のいずれかの対応を行う。(a)宿泊は可能と

するが、基本的に室内で過ごし、症状が改善した

時点で通常の宿泊に移行する、(b)医療機関を受

診し、医師の指示を受ける、(c)宿泊者が(a)ある

いは(b)のいずれにも協力しない場合、施設等の

約款や明示されたルールを提示し、協力を求める。

なお、同伴者に症状がなければ通常通り宿泊でき

る。ただし、症状を有する宿泊者に付き添う場合

は、その行動を共にすることになる。 

 米国の健常成人を対象とした研究では、平熱が

37.5℃以上の者も1％弱ながら存在することが報

告されている(文献 17)。そこで、本スクリーニン

グでは、平熱が 37.5℃を超える者を対象外とし

た。また、気管支喘息や慢性気管支炎では、感染

症ではなくても咳がみられることがある(文献

18)。このため、普段から咳などの呼吸器症状を

有する者もスクリーニングの対象外とした。 

 フェーズ 1（国内における特定感染症の発生リ

スクが高まっている段階）及びフェーズ 2（国内

で特定感染症の発生が確認された段階）において

は、ホテル・旅館のホームページや宿泊客の目に

つきやすい場所に本スクリーニング方法を掲示

し、宿泊予定者に周知・理解を求める。 

 フェーズ 1 又はフェーズ 2 となり、国又は自治

体から別途の指示があった場合には、その指示に

従って対応する。 

(4)協力の求め 

 旅館業法において、感染症患者に対する宿泊拒

否や協力の求めを限定的に規定しているところ
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である。このため、本フローチャートでは、37.5℃

以上の発熱、周囲が気に留めるほどの激しい咳、

本人が苦痛を訴える咽頭痛があるにもかかわら

ず、室内待機や医療機関受診への協力を拒む宿泊

者に対しては、「施設等の約款や明確に示された

ルールを示し、協力を求めることができる」とし

ている（図１）。 

(5)感染拡大防止策とその根拠 

 結核は「空気感染」を起こす代表的な感染症で

あり、その感染成立は源患者の感染性、接触時間、

近接度、換気状況に依存する。特に換気不良の屋

内で感染性の高い患者と長時間接触するほど、感

染リスクは高まる。接触追跡の実務では、閉鎖空

間での 8 時間曝露や月 120 時間といった条件が

リスク層別の目安として用いられてきた(文献

20)。鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ

は、近距離の飛沫、短距離エアロゾル、ならびに

接触（環境表面を介する間接接触を含む）によっ

て伝播し得るが、現時点での H5N1/H7N9 に関する

ヒト－ヒト伝播は限定的であり、持続的な伝播成

立の証拠はない(文献 21,22)。中東呼吸器症候群

（MERS）の流行は、主にヒトコブラクダからの散

発的感染と医療機関内での集団発生によって生

じ、家庭内二次感染は数％程度にとどまり、持続

的なヒト－ヒト伝播は確認されていない。医療機

関では近距離飛沫・接触による伝播が中心であり、

環境表面を介した伝播の関与も示唆されている

(文献 23)。 

 したがって、スクリーニングで発熱や呼吸器症

状が認められた宿泊予定者については、空気の流

れ（主流）がコントロールされた室内で過ごし、

部屋の出入り時にアルコール性手指消毒薬で手

指衛生を行い、室外に出る際にはサージカルマス

クを着用すれば、仮に特定感染症であっても伝播

拡大の源となる可能性は低いと考えられる。 

 発熱や呼吸器症状がある宿泊予定者に対応す

る従業員は、サージカルマスクを着用し、対応後

にはアルコール性手指消毒薬または流水と石け

んで手指衛生を行う必要がある。そのためには、

適切な資機材の準備と日常的な訓練が欠かせな

い。また、結核の可能性が高いと判明した宿泊予

定者に対応する場合には、N95 マスクの着用が望

ましい。N95 マスクの性能を十分に発揮させるた

めには、事前のフィットテストや着用訓練が不可

欠である。 

(6)フェーズ分類別の準備と対応 

 平時（フェース 0）から準備を行うことが何よ

りも重要である。主な準備項目は以下のとおりで

あり、各項目についての具体的な対策を表５に示

した。①施設内の連絡体制の構築・整備、②業務

手順書の作成、③事業継続計画(BCP)の策定、④

感染対策に必要な物品確保、⑤感染対策（特に空

気感染、飛沫感染対策)、⑥情報収集、⑦教育研修

体制の整備と実施、⑧行政や医療機関との連絡体

制の整備、⑨従業員の健康管理、⑩宿泊客の健康

管理、⑪定期的な環境消毒、⑫客室の清掃・消毒

の実施、⑬リネン類の取扱い、⑭レストランにお

ける対応、⑮パブリックスペース、ジム、プール、

大浴場等における対応。 

(7) WHO 及び本邦における新型インフルエンザの

警戒フェーズとの比較 

 令和 4 年 6 月 30 日の新型インフルエンザ等対

策ガイドラインでは、未発生期、海外発生期、国

内発生早期、国内感染拡大期、小康期の 5 段階分

類が用いられてきたが、本研究班では運用上の簡

便性を考慮し、よりシンプルな 3 段階分類を採用

した。WHO および厚生労働省が提唱した新型イン

フルエンザの 5 段階分類(文献 26,27)と、本研究

班で提唱する 3 段階分類を比較検討した（図２、

３）。 

 

D1．考察 

 2024 年の年間訪日外客数は約 3,687 万人に達

し、コロナ禍前の 2019 年（3,188 万人）を上回っ

て過去最高を記録した。日本政府は、観光を「成

長産業」と位置づけ、訪日外国人の増加を目指す

政策を推進している。こうした状況下で、旅館等

において特定感染症患者を効率的に発見し、周囲

への感染拡大を防止するためには、どのような手

段を講じるべきかを検討した。特定感染症の国内

外における発生状況を踏まえると、結核、鳥イン

フルエンザ(H5N1 及び H7N9)、さらには将来的に
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発生が懸念される新型インフルエンザなどが、真

に警戒すべき感染症であると考えられた。これら

はいずれも発熱や呼吸器症状を主な臨床症状と

する呼吸器感染症であるため、発熱及び呼吸器症

状に着目したスクリーニングを実施することに

より、特定感染症患者を効率的に発見できると考

えられた（図１）。 

 特定感染症の感染対策を合理的かつ効率的に

運用し、医療体制を維持しながら社会経済への混

乱を最小限に抑えるためには、フェーズ分類が不

可欠である。本研究班がこれまでに実施してきた、

旅館等における新型コロナウイルス感染症のア

ウトブレイク介入事例をもとに、3段階のフェー

ズごとの対策を策定した。フェーズ分類別の対応

は 15 項目とし、フェーズ 0 では平時に準備や体

制整備などを確立させることとしている。COVID-

19 流行期には過剰とも思える対策が講じられた

部分もあり、宿泊施設に負担となる対策がみられ

たことから対応の強弱をつける意味で「特別な対

応が不要」を 0、「何らかの対応が必要」を１とし

た(文献 26）。その一方で研修・教育体制や物品の

確保など平時に準備が行き届かなかった部分も

あり、対応が必要な項目を挙げている。今後、旅

館等で現在使用されている感染対策マニュアル

等を参考にすることで、より具体的かつ実践的な

対策案の策定が可能になると考えられる。 

 

E1．結論 

 旅館等において宿泊客から特定感染症患者(疑

い例を含む)をスクリーニングする方法、特定感

染症のフェーズ分類、及びフェーズ別の感染対策

の具体案を作成した。今後は、ガイドライン策定

にむけて感染対策の具体案をさらに充実させる

とともに、研修資料を作成し、旅館業関係者への

研修を実施することで、これら具体案の実用性お

よび有効性を評価したい。 

 

２．SARS-CoV-2 下水サーベイランスを活用し

た COVID-19 感染対策の有効性評価 

A2．研究目的 

 2023 年 5月 8日に COVID-19 が 2 類感染症相当

から 5 類感染症に変更されたことに伴い、COVID-

19 感染者の把握が全数報告から定点報告へ移行

した結果、流行状況の把握が難しくなった。受診

行動や検査数の影響を受けず、無症状感染者を含

めた感染状況を反映できる特徴をもつ下水サー

ベイランスは、定点報告を補完するツールとして

近年注目されている。 

 先行研究では、COVID-19 が 2 類感染症相当と

して扱われていた期間に、札幌市の下水中 SARS-

CoV-2 RNA 濃度と北海道大学病院の新規 COVID-

19 症例(計 1,509 例)との間に高い相関（Pearson

相関係数 r = 0.8823）が認められた(文献 27)。 

 本研究では、観察期間を 2 類相当期間に加え

て 5 類感染症まで延長し、対象を市内 12 病院に

拡大して、同様の相関が認められるかを検証する

とともに、下水サーベイランスが院内感染対策の

評価に活用可能かを検討した。 

 

B2．研究方法 

(1)観察期間：期間 A は、COVID-19 が 2 類感染症

相当と扱われていた 2021 年 2 月 15 日～2023 年

2 月 26 日とした。期間 B は、COVID-19 が 5 類感

染症へ移行した 2023 年 5 月 8 日～2023 年 10 月

1 日とした。 

(2)下水中の SARS-CoV-2 RNA 濃度：札幌市では、

市人口の約 50％を対象とする 5 つの下水処理区

域の流入下水を週 3 回採水し、EPISENS-S 法で

SARS-CoV-2 RNA 濃度を定量している(文献 28)。

各週に得られた 15 検体（5 区域×週 3 回）の測

定値から幾何平均を算出し、その結果を毎週公表

している。本研究では、この公開データを用いた。 

(3)医療機関：市内 12 病院を対象に、医療従事者・

外来患者・入院患者の COVID-19 新規症例データ

（計 13,812 例）を収集し、入院症例は持ち込み

例と院内感染例に分類した。また、各施設で実施

している院内感染対策に関する情報も収集した。

（北大病院臨床研究 023-0416） 
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C2．研究結果 

(1)下水中の SARS-CoV-2 濃度と 12 病院の週別新

規 COVID-19 症例数との間には強い相関を認めた

（期間 A、Pearson 相関係数 r = 0.8321；期間 B、

r = 0.7501）。（図４、５） 

(2)5 つの処理区域における下水中 SARS-CoV-2 

RNA 濃度は、病院が位置する処理区域における濃

度よりも、病院の COVID-19 新規症例数との相関

が高かった。（図６（１）、（２）） 

(3)下水中 SARS-CoV-2 濃度を基準として COVID-

19 に院内感染した入院患者数を比較すると、統

計的に有意ではないが期間 B で減少していた。

（図７） 

(4)期間 A および期間 Bを通じて、12 病院すべて

において以下の対策が一貫して実施されていた。

①入院時の症状スクリーニング、②症状を有する

入院患者に対する SARS-CoV-2 検査、③COVID-19

患者の隔離またはコホート化、④COVID-19 患者

の同室者の隔離および観察、⑤医療従事者および

入院患者のマスク着用、⑥医療従事者がCOVID-19

に感染した場合の一定期間の勤務禁止、⑦COVID-

19 患者と濃厚接触した医療従事者の勤務規制。

一方、期間 Bでは多くの病院で、⑧入院時の SARS-

CoV-2 スクリーニング、⑨面会制限、⑩患者の外

出および宿泊の制限等の対策が中止されたが、こ

の期間において院内感染を起こした入院患者の

増加は認められなかった。以上より、対策①～⑦

が院内感染の抑制に重要な役割を果たしたと考

えられた（表６）。 

 

D2．考察 

 市全体の 5 つの集水域からの都市下水中の

SARS-CoV-2 RNA 濃度の幾何平均は、病院が所在

する個々の集水域のSARS-CoV-2 RNA濃度よりも、

病院での COVID-19 新規症例数と強い相関関係を

示した。少なくとも 2 つの理由が考えられる。第

1 の理由は、医療従事者、外来患者、入院患者（持

込）が集水域を超えて市全体から来ていることが

考えられる。第 2 の理由は、下水中の SARS-CoV-

2 RNA の週ごとの測定数が多いほど、COVID-19 症

例数との相関が強くなることが考えられる(文献

29)。 

E2．結論 

 自治体の下水サーベイランスデータを用いて、

病院における COVID-19 症例数を推定できる。さ

らに、下水中 SARS-CoV-2 濃度を基準として院内

感染患者数を比較することで、COVID-19 院内感

染対策を評価することが可能である。 
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２．学会発表 

1） 黒須一見ほか．日本の宿泊施設における感染

対策等の実態把握に関する調査報告, 第 83

回日本公衆衛生学会総会. 2024 年 10 月, 札

幌． 
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表１．日本で発生あるいは持ち込まれる可能性が高い感染症 

疾患 国内外における発生状況 
参考資

料 

結核 ・2023 年の新登録患者 10,096 例（人口 10 万対 8.1） 6) 

MERS 

・中東地域で継続流行し，帰国後発症例が世界各国で毎年報

告と記載されている。 

・NIID リスク評価（2019）で「観光ビザ解禁に伴い邦人の渡

航が増加し、輸入リスク上昇」と評価されている。 

7,8) 

鳥 イ ン フ ル エ

ンザ H5N1 

・2024-25 年シーズン，国内家きん・野鳥検出が過去最多・

NIID リスクアセスメント（2024-04-17 改訂）で「海外・

国内とも散発ヒト感染の可能性あり。曝露者は低～中リス

ク」と評価されている。 

10) 

鳥 イ ン フ ル エ

ンザ H7N9 

・中国を中心にヒト感染が継続的に報告・NIID リスクアセス

メント（2023-12-08 更新）で「日本人渡航者の感染リス

クは低～中。受診時に家きん接触歴の聴取が必須」と評価

されている。 

11) 

新 型 イ ン フ ル

エ ン ザ 等 感 染

症 

・政府行動計画（2024 全面改定）が「国境を越えてグロー

バルに広がるリスク」を前提に全省庁・事業所の行動を規

定しており、国として常時“発生を想定”している。 

12) 

 

表２．日本で発生あるいは持ち込まれる可能性が高い感染症の主要症状 

疾患 国内外における発生状況 参考資料 

結核 2 週間以上続く咳や微熱 13) 

MERS 典型像は発熱・咳嗽で始まる。 14) 

鳥インフルエンザ 

H5N1/H7N9 
38 度以上の発熱と急性呼吸器症状を呈する。 15) 

インフルエンザ様疾

患(ILI)の定義 
最近 10 日以内に発症した 38 度以上の発熱と咳込み 16) 
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表３ 特定感染症の特徴と旅館業法で注意すべき感染症 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※黄色マーカーは旅館業法で注意すべき感染症 

 

表４ フェーズ分類 

フェーズ 特定感染症の国内発生状況 

0 国内で特定感染症が発生する可能性が低い段階 

1 国内で特定感染症の発生リスクが高まっている段階 

2 実際に国内で特定感染症の発生が確認された段階 
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表５ フェーズ分類別の対策 

  具体例  コメント  フェーズ 0 フェーズ 1 フェーズ 2 

①  
施 設 内 の 連
絡 体 制 の 構
築・整備  

従業員の携帯電話、メー
ルアドレス等を把握  

年 度 替 わ り に 情 報 更
新を行う  

1 1 1 

②  

業 務 手 順 書
の作成  

従業員の対応  
客の対応  
ゲ ス ト ル ー ム の 清 掃 /消
毒  
リネン類の取扱い  
レストランの運用  
パブリックスペース、ジ
ム、プール等の運用  
感 染 対 策 の 相 談 先 を 事
前に確保  

体調不良時の対応、休
憩室の利用、食事等  
体調不良時の対応  
 
手指衛生は実施、手袋
は不要  

1 1 1 

③  

事 業 継 続 計
画（ BCP）の策
定  

事 業 継 続 に 必 要 な 物 資
備蓄・  
感 染 症 に よ る 従 業 員 不
足時の対策  
リ ス ク コ ミ ュ ニ ケ ー シ
ョン  

管 理 業 務 手 順 書 と 関
連する  
 
自 施 設 で 感 染 者 が 発
生 し た 場 合 の 公 表 手
順を決めておく  

1 1 1 

④  

感 染 対 策 に
必 要 な 物 品
確保  

サージカルマスク備蓄  
手袋備蓄  
ア ル コ ー ル ベ ー ス の 手
指消毒薬  

最低 1-2 か月分の備蓄
が望ましい  
具 体 的 な 使 用 方 法 を
記載する必要あり  

1 1 1 

⑤  

感 染 対 策 (特
に空気感染、
飛 沫 感 染 対
策 ) 

密 に な る 場 所 と 時 間 帯
を把握  
CO2 モニターによる測定  
ハードウェア、ソフトウ
ェア的な対策を検討  

フロント、食堂、喫煙
所等は密になる  
換 気 の 悪 い 場 所 を 特
定して対策を立てる  
自 動 チ ェ ッ ク イ ン の
導入等  

1 1 1 

⑥  
情報収集  国 内 外 の 感 染 症 情 報 の

把握  
https://www.forth.g
o.jp/index.html 

1 1 1 

⑦  
教 育 研 修 体
制 の 整 備 と
実施  

感染対策  
感 染 症 発 生 を 想 定 し た
訓練  

平 時 か ら 情 報 を 共 有
す る こ と が 重 要 で あ
る  

1 1 1 

⑧  

行 政 や 医 療
機関との  
連 絡 体 制 の
整備  

保 健 所 と の 連 絡 体 制 を
整備  
近 隣 の 医 療 機 関 と の 連
絡体制を整備  

日 頃 か ら 顔 が 見 え る
関 係 を つ く る こ と が
望ましい  

1 1 1 

⑨  
従 業 員 の 健
康管理  

体調不良者の確認  
休憩室の利用、食事  

体調不良者は休む、記
録を残す  
密にならない工夫  

1 1 1 

⑩  
宿 泊 客 の 健
康管理  

体調不良者の確認  図１参照  0 1 1 

⑪  

定 期 的 な 環
境消毒  

消毒薬を用いた消毒   0 0 1 
接触感染を起
こす病原体の
場合には実施  

⑫  

客室の清掃・
消毒の実施  

  0 0 1 
感染者（含疑
い）が発生し
た場合には、
病原体に応じ
た対応を行う  

⑬  

リ ネ ン 類 の
取扱い  

  1 
血液、吐物、
排泄物が付着
した場合に

は、マスクと
手袋を着用し
て、ビニール
袋に入れ、運

搬する  

1 
血液、吐物、
排泄物が付着
した場合に

は、マスクと
手袋を着用し
て、ビニール
袋に入れ、運

搬する  

1 
血液、吐物、
排泄物が付着
した場合に

は、マスクと
手袋を着用し
て、ビニール
袋に入れ、運

搬する  

⑭  

レ ス ト ラ ン
における  
対応  

  0 
 
 
 

0 
 
 
 

1 
密にならない
工夫（ビュッ
フェ中止、セ
ットメニュ

ー）  
接触感染を起
こす病原体の
場合には環境
消毒を実施す
るが、飛沫感
染を起こす病
原体の場合に
は環境消毒は

不要  

⑮  

パ ブ リ ッ ク
スペース、ジ
ム、プール、
大 浴 場 等 に
おける対応  

  0 0 1 
密にならない

工夫  
接触感染を起
こす病原体の
場合には環境
消毒を実施す
るが、飛沫感
染を起こす病
原体の場合に
は環境消毒は

不要  

※表中の数字の解釈：0 通常対応、1 何らかの対応を追加  
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表６ 5 類感染症に移行後も各施設で継続している感染対策と中止した感染対策 
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図 1 宿泊予定者の発熱および呼吸器症状スクリーニング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ WHO の新型インフルエンザにおける警戒フェーズ (2009) 
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図３ 本邦における新型インフルエンザ対策行動計画 (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 札幌市内 12 病院における COVID-19 罹患者数と下水中 SARS-CoV-2 RNA 濃度の推移 
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図５ 期間 A および期間 B における札幌市内 12 病院の COVID-19 罹患者数と下水中 SARS-

CoV-2 RNA 濃度の相関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６（１） 病院が位置する処理区域における下水中 SARS-CoV-2 RNA 濃度と COVID-19 新

規症例数の相関 
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図６（２） 全処理区における下水中 SARS-CoV-2 RNA 濃度と COVID-19 新規症例数の相関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 医療従事者、外来患者、入院患者の COVID-19 新規症例数と下水中 SARS-CoV-2 RNA

濃度 
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

旅館業法及び興行場法の施設における感染防止対策等を含む衛生管理の推進のための研究 

COVID-19 を踏まえた宿泊施設の換気対策 

 

研究分担者  林 基哉  北海道大学 大学院工学研究院  特任教授 

 

研究要旨 

COVID-19 を踏まえた旅館の換気対策として、宿泊施設のエアロゾル感染対策、客室の換気方式と

施設内給排気バランス及び気圧性状、客室の換気効果に関する課題と対応、エアロゾル感染対策の評

価手法について研究を行い、以下の結果を示した。 

宿泊施設の空調換気設備に係る設計及び実態を踏まえ、客室及び廊下・ホール・食堂などの共用空間

におけるエアロゾル感染対策の可能性を検討した。特に、長時間滞在する客室からのエアロゾル拡散

に注目し、換気方式と給排気バランス特に気圧性状を整理した。空調換気方式が多様であることを踏

まえて、客室の換気効果に関する課題を明らかにした。これらに基づいて、多様な課題に対するエアロ

ゾル感染対策の可能性を整理した。また、既存施設における換気性能の確認方法の整理を行った。 

以上によって、宿泊施設の客室、フロア、棟、施設全体におけるエアロゾル拡散性状が多様であるこ

とを示し、エアロゾル感染対策の課題と対策評価の枠組みを優先順に以下のように示した。Ⅰ 客室に

おける温調器の風量変化、個別スイッチ操作のエアロゾル拡散への影響を明らかにする。また、客室の

空調換気方式に対応した陰圧化方法を示す。Ⅱ フロアの空調換気方式によるフロア内の換気経路とエ

アロゾル拡散の性状を把握、客室の対策が感染リスク（エアロゾル濃度）に与える影響を明らかにす

る。Ⅲ 宿泊施設の建築形態及び暖冷房の実態などの諸条件を想定し、施設内外の温度分布及び外部風

の影響を考慮して、各空調方式が換気経路とエアロゾル拡散に与える影響を把握する。また、各空調方

式における対策を仮定し、その効果を評価する。Ⅳ 複数フロア間のエアロゾル移動と感染リスクに関

する評価を行う。Ⅴ 複数棟間のエアロゾル移動と感染リスクに関する評価を行う。 

最後に、エアロゾル感染対策の評価手法として、空調換気設備に依存する施設内のエアロゾルの流

れを把握するために、換気回路網計算を用いたエアロゾル濃度分布のシミュレーションの必要性を示

した。 

A．研究目的 

COVID-19 パンデミックにおける浮遊飛沫（エ

アロゾル）による空気を介する伝播・感染（以下、

エアロゾル感染）に関する指摘 1)-91)を踏まえて、

旅館などの宿泊施設におけるエアロゾル感染を踏

まえた換気対策を示すことが求められている。感

染者及び感染の疑いがある者が宿泊施設内に滞在

する場合、エアロゾル感染を想定することが必要

である。エアロゾル感染のリスクを抑制するため

には、空調換気設備の運転、空気清浄機の利用な

どの対策（換気等の対策）を具体化する必要があ

る。 

本研究では、宿泊施設のエアロゾル感染対策（客

室、食堂、ホール、浴室等の共用空間）、客室の換

気方式と陰圧性状、客室の換気効果に関する課題

と対応について、宿泊施設に関する既往の調査結
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果 92)-96)、換気に関する基準等 97)-99)、宿泊施設に対

するヒアリング及び室内環境調査の結果を踏まえ

て整理し、エアロゾル感染対策の評価を行うため

の手法 100)を検討する。 

A1．宿泊施設のエアロゾル感染対策 

客室の換気等の対策、共用空間（食堂、ホール、

浴室等）の換気等の対策について、求められる条

件と対策の可能性について整理する。 

A2．客室の換気方式と陰圧の性状 

客室の空調換気設備の実態を踏まえて、客室の

給排気収支及び気圧に関する性状を整理する。 

A3．客室の換気効果に関する課題と対応 

客室の換気効果が低下し、エアロゾル感染のリ

スクが上昇する要因を整理する。 

A4．換気性能の確認方法 

市中感染及びパンデミックが発生する前に、簡

易に換気性能を測定する方法について検討する。 

A5．エアロゾル感染対策の評価手法 

エアロゾル感染の対象範囲（客室、フロア、棟、

施設）を想定し、エアロゾル拡散対策の評価を行

うための手法を検討する。 

 

B．研究方法 

B1．宿泊施設のエアロゾル感染対策 

宿泊施設の空調換気設計条件、宿泊施設の施設

担当者に対するヒアリング及び室内環境調査（温

湿度・CO2 濃度等）の結果を踏まえて、各空間に

おけるエアロゾル感染対策の可能性と課題を整理

する。 

B2．客室の換気方式と陰圧の性状 

宿泊施設の空調換気設計条件、宿泊施設の施設

担当者に対するヒアリング及び室内環境調査（温

湿度・CO2 濃度等）の結果を踏まえて、客室の換

気方式と陰圧の性状を整理する。 

B3．客室の換気効果に関する課題と対応 

宿泊施設の空調換気設計条件、宿泊施設の施設

担当者に対するヒアリング及び室内環境調査（温

湿度・CO2 濃度等）の結果を踏まえて、客室にお

ける換気効果の低下と感染性エアロゾル吸引の可

能性を挙げ、対応の可能性を示す。 

B4．換気性能の確認方法 

換気風量、換気量、気流、差圧などの換気性の簡

易測定方法について整理する。 

B5．エアロゾル感染対策の評価手法 

平時及び感染の可能性がある者が滞在している

場合を想定し、空間内で長時間にわたって感染性

エアロゾルが発生する場合の空調換気対策を評価

するためのシミュレーション手法を検討する。 

 

C．研究結果 

C1．宿泊施設のエアロゾル感染対策 

 宿泊施設における宿泊者の基本的な行動は、ホ

ールなどで受付を行い客室に移動、その後に施設

内の共有空間を利用する。その後、受付を行って

退所する。従業員は、出勤後各空間を移動して業

務に従事した後に退勤する。これらの施設在所者

によるエアロゾル感染は、施設内各所で発生する

可能性があるが、比較的滞在時間が長い空間で、

エアロゾル濃度が上昇し感染リスクが高くなると

考えられる。例えば、感染者が滞在する客室に来

客や清掃従業員が入室した場合には、エアロゾル

の吸引と感染の可能性が生じる。また、エアロゾ

ル濃度が高い空間の空気が流出する空間でもエア

ロゾルの吸引・感染の可能性が生じる。例えば、感

染者が滞在する客室の排気が不十分で、客室内の

エアロゾルが廊下に流出すると、廊下でのエアロ

ゾル吸入による感染の可能性が生じる。 

客室では、夜間などに長時間のエアロゾル発生

があり濃度が上昇する。高濃度のエアロゾルが廊

下に流出すると廊下での吸引と感染の可能性が高

くなるため、客室から直接排気して、エアロゾル

が廊下に流出しないようにする客室の陰圧化が望

まれる。空気清浄機等によって客室内のエアロゾ

ルを捕集する方法も考えられるが、その場合でも

廊下への流出を抑制することが望まれる。 
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共用空間の食堂や浴室などでは、感染者が比較

的長い時間にエアロゾルを放出し濃度が上昇する

可能性があり、他の利用者が吸引し感染する可能

性が生じる。共用空間では、換気量が少なく感染

者が放出したエアロゾルの濃度が高くなることに

よる感染（空間拡散感染）に加えて、室内気流によ

って感染者の風下で部分的に濃度が高くなる場合

の感染（風下感染）の可能性が生じる。共用空間で

は感染者の位置が特定できないため、風下感染を

抑制することが難しいが、扇風機やサーキュレー

タ等によって、空気の流れを変化させることでリ

スクを平均化することが出来る。なお、扇風機や

サーキュレータは、首振りなどの機能を用いて流

れが固定されないようにすることが望ましいとさ

れている。また、空気清浄機はエアロゾルを捕集

するが、さらに空気清浄機の気流を生かす方法も

考えられる。 

以上のように、宿泊施設では客室と共用空間の

エアロゾル感染対策が異なる。客室では換気量の

確保と陰圧化によるエアロゾル拡散防止、共用空

間では換気量の確保と気流制御が必要である。 

C2．客室の換気方式と陰圧の性状 

図 1 に、客室の主な給気方式及び空調換気方式

を示す。給気方式には、外調機がある場合には、A

ダクトからの給気、B 天井裏空間を利用した給気、

C 廊下からの間接的な給気、がある。外調機が無

い場合には、D 廊下からの間接的な給気、E 客室

の自然給気口からの給気、F 廊下からの給気と自

然給気口からの給気の併用、がある。なお、この他

の給気方法も考えられる。 

客室の排気は、バスユニットやトイレの排気口

から行われる。排気が連続運転（24 時間換気）の

場合と個別スイッチで停止できる場合がある。 

空調は、ファンコイル（FC）、壁掛けエアコンが

ある。客室のパネルで風量を調整（強中弱）する場

合と客室のパネルで温度を設定すると風量が自動

的に変化する場合がある。外調機からの外気が、

ファンコイルユニットに供給される場合には、空

調の風量によって外気の流入量が変わる可能性が

ある。特に、天井裏を利用して外気を客室に導入

する場合（B）には、空調の風量が低い客室への外

気導入量が減少する可能性がある。 

客室の陰圧性状は、給気方式、排気の運転状況、

空調の運転状況、外気条件（外部風・気温）によっ

て異なると考えられる。 

C3．客室の換気効果に関する課題と対応 

 図 2 に、空調方式毎の換気効果の低下、エアロ

ゾル感染の可能性と対応を示す。 

廊下経由で客室に給気する場合（図 2 の Fig 1）、

客室が廊下に対して陰圧になり、客室からのエア

ロゾルの流出が少ないと考えられる。しかし、廊

下の空気が客室ドアのアンダーカットを介して流

入し、ドア近くのバスユニット等から排気される

ことでショートサーキットが発生する可能性があ

る。客室に空気の停滞が発生し、エアロゾルの濃

度が高くなる。この対応としては、エアコン（AC）

やファンコイルユニット（FC）の風量を維持（暖

冷房が必要ない場合にも送風を行う。）して、客室

内を攪拌することで、停滞を解消することが出来

ると考えられる。また、サーキュレータや空気清

浄機によって攪拌する方法も考えられる。 

 ファンコイルユニット（FC）経由で給気する場

合（図 2 の Fig 2）、FC の風量が低下すると外気

導入量が低下する可能性がある。対応としては、

FC の風量を維持（暖冷房が必要ない場合にも送風

を行う。）し、外気導入量を維持する方法が考えら

れる。 

 客室不在時の排気や空調の停止によって、客室

内のエアロゾル濃度が高く維持される可能性があ

る。また、省エネルギーのために CO2濃度計を用

いて換気量を抑制する場合、次のような換気量の

減少が発生する場合がある。一般的な CO2濃度計

には自動補正機能があり、一定期間の最低濃度を

外気濃度に一致させるように濃度表示を補正する。

不在時の換気停止によって維持された比較的高い

濃度を外気濃度とするために、補正後は実際より
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も濃度が過小評価され、換気量が抑制される。こ

のような事象は、事務所ビルで確認されている。

対応として、不在時の換気量の一定時間の維持に

よる濃度の低減が必要となる。 

 自然給気口を用いた場合（図 2 の Fig 3）、客室

ドアのアンダーカットの気流方向が、外気条件の

影響を受けやすい。客室への空気の流入が安定す

るように、排気しながら自然給気口とドアアンダ

ーカットのいずれかを閉鎖し空気の流れ方向を確

定して客室を陰圧化する方法が考えられる。 

C4．換気性能の確認方法 

市中感染及びパンデミックが発生する前に、以

下の方法を用いて換気性能を点検し必要な改善を

行うことが望ましい。図 3 に、客室と共用空間に

おける換気性能の測定方法を示す。 

客室では、感染の疑いがある宿泊者を受け入れ

る場合は、事前の点検と改善が非常に重要である。

①風量の測定、②CO2 濃度の測定、③差圧・気流

の測定が必要である。風量の測定によって、一人

当たりの換気量の目安 30 ㎥/h を超えているかを

確認することが望まれる。CO2 濃度の測定では、

在室時に 1000ppm を超えないことが望まれる。

また、不在時の CO2濃度の減衰から、換気量を算

出することが出来る。この換気量が前述の目安を

満たしていることが望ましい。また、差圧・気流に

よって客室の陰圧を確認することが出来る。 

共用空間では、①風量の測定、②CO2 濃度の測

定が必要であり、客室の場合と同様に一人当たり

の換気量の目安 30 ㎥/h を超えているかを確認す

ることが望まれる。 

C5．エアロゾル感染対策の評価手法 

 エアロゾル感染対策は、ウイルス等の病原体の

性質（感染力や毒性）によって必要レベルが異な

る。感染者から放出されたエアロゾルの挙動は、

空調換気設備、空気が流れる経路、外気条件によ

って形成される換気経路（空気の流れ）に依存す

る。従って、感染者の位置からどの程度の空間範

囲までを対象に評価するかは、これらを踏まえて

検討する必要がある。表 1 は、対象範囲の換気経

路形成要因を踏まえたエアロゾル拡散対策とその

優先度を示している。また、対策評価の要点を示

している。感染力及び毒性が低い場合でも必要と

なる換気対策を優先して評価すべきであると考え

られる。 

 

 
図 1 客室の換気方式と陰圧の性状 
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 平時及び感染の可能性がある宿泊者がいる場合

の対策としては、客室で発生したエアロゾル拡散 

対策（Ⅰ）の評価が最も優先度が高いと考えられ

る。次に、フロア全体の換気経路は空調換気設備

によって異なり、客室から拡散したエアロゾルの

挙動が多様であるため、フロアを対象にした評価

（Ⅱ）も重要である。宿泊施設の条件（建築形態、

空調換気設備、運用・維持管理）によって、換気経

路は多様である。このため、エアロゾル拡散対策

の効果を一律に評価することは出来ない。従って、

 

 
図 2 客室の換気効果に関する課題と対応 

対応換気効果の低下と感染性エアロゾル吸引の可能性
空調換気
方式

• ACで暖冷房が必要ない場合には、
ACの送風やサーキュレーターで
攪拌して淀みを解消する。

• 廊下からドアアンダーカットを介して客室に給気される
場合、客室内でドアアンダーカットからサニタリーへの
ショートサーキットが発生する。

• 客室内に換気ムラが発生し、内部が高濃度になる。

• AC及びFCの風量が下がり客室内空気の攪拌が弱くなると、
換気のムラが顕著になる。

廊下
給気
(Fig.1)

• FCで暖冷房が必要ない場合には、
FCの送風を運転して風量を維持
する。

• FCに清浄空気（外気）を、ダクト及び天井裏を介して給
気する場合、FCの風量によって換気効果が変化する。

• FCの風量が低下すると、客室の濃度が上昇する可能性が
ある。

FC給気
(Fig.2)

• 不在になっても、換気量を維持
する。

• 不在になっても、AC・FCの送風
やサーキュレータを一定時間運
転し、濃度を低下させる。

• サニタリー排気が停止すると、濃度が維持される。

• AC・FCが停止すると、換気効果が抑制される。

• 不在時の停止によって濃度が維持されるため、その後に
入室する従業員等が暴露する濃度が低下しない可能性が
ある。

• CO2濃度計を利用する場合、不在時に濃度が外気と同等
まで低下して外気ないと、自動補正によって、濃度が過
小評価される。

不在時
停止

• 給気口を塞ぎ、廊下給気によっ
て陽圧を保ち、空気の流れ方向
を安定させる。

• ドアのアンダーカットを塞ぎ、
給気口から外気導入を促進し、
流れ方向を安定させる。

• 給気口の通気は、外部風、内外温度差の影響を受け、客
室の気圧が変化しやすい。

• 換気量が変化するとともに、客室空気の廊下流出と廊下
空気の流入のいづれも発生する可能性がある。

• 客室の高濃度と廊下の濃度上昇の可能性がある。

給気口
(自然換気口)

(Fig.3)

stagnation

RA

AC

SA

EA OA

Room
Passage

short 
circuit

Fig.1 廊下給気によって生じる濃度上昇

給気のショートカット(入
口ドアのアンダーカット
からサニタリーへ)によっ
て、客室内に淀みが発生
し、在室者から発生した
エアロゾルの濃度が上昇
する。

FilterFanHeating coil

Cooling coil

FC

Fig.2 FCの風量による外気導入の変化

Fig.3 給気口による空気の流れの変化

給気口が風上側になると
外気が侵入し、風下側に
なると室内空気が流出す
る。また、内外温度差の
影響によっても、給気口
の流れ方向が変わる。

FC OASA

RA

Room

RA

AC

EA

Room
Passage

Ventilator

 

 
図 3 宿泊施設における換気性能の確認方法 



- 42 - 

宿泊施設の条件とエアロゾル拡散対策の効果の関

係性の全体像を把握（Ⅲ）することも重要である。

複数フロアで構成される棟では、階段室やエレヴ

ェータ、空調ダクトを介してエアロゾルがフロア

間で拡散し、感染の要因となる場合（Ⅳ）が考えら

れる。また、複数の棟で構成される施設全体での

エアロゾル拡散（Ⅴ）も否定できない。これらのエ

アロゾル拡散対策とその効果は、実態調査や実験

のみで明らかにすることは出来ないため、建築物

の形態、空調換気設備の特性を考慮した換気回路

網及び気流の解析（シミュレーション）によって

評価する必要がある。 

 図 4 は、課題Ⅰ及び課題Ⅱに関するシミュレー

ションモデルの案を示している。課題Ⅰでは、客

室の空調換気運転が客室のエアロゾル濃度に与え

る影響を示す。また、それぞれの状況で対策を行

 

表 1 換気経路（空気の流れ）とエアロゾル拡散対策の評価 

 
 
 

 
図 4 課題Ⅰ及び課題Ⅱに関するモデル（FCU:ファンコイルユニット） 

感染性エアロゾルの挙動研究課題と優先度（Ⅰ−Ⅴ）エアロゾル
拡散対策

換気経路
形成要因対象範囲

感染性エアロゾル発生の形式
① 呼吸及び咳等による発生
（インフルエンザ、コロナなど）
② 嘔吐・排泄に伴う発生
（ノロウイルス、インフルエンザ、コロナなど）

感染性エアロゾル発生空間
① 客室 ② サービス（リネン室等）③ 廊下/ホール
④ エレベータ ⑤ 食堂 ⑥共用浴場

感染性エアロゾルの影響範囲
（病原体の感染力等によって想定される順位）
① 発生空間内
② 隣接空間（下流又はドア開閉時の拡散）
③ 換気経路下流の空間（隣接空間のさらに下流）
④ 空調換気系統の下流の空間（ダクト経由）

Ⅲ 宿泊施設の建築形態
及び暖冷房の実態など
の諸条件を想定し、施
設内外の温度分布及び
外部風の影響を考慮し
て、各空調方式が換気
経路とエアロゾル拡散
に与える影響を把握す
る。また、各空調方式
における対策を仮定し、
その効果を評価する。

Ⅰ 客室における温調器の風量
変化、個別スイッチ操作のエ
アロゾル拡散への影響を明ら
かにする。また、客室の空調
換気方式に対応した陰圧化方
法を示す。

客室から廊下へ
のエアロゾル拡
散を抑制（客室
の陰圧化）

客 室 の 給 排 気
風 量 、 温 調
（FCU等）の風
量

客室
(居室、水回り‥)

Ⅱ フロアの空調換気方式によ
るフロア内の換気経路とエア
ロゾル拡散の性状を把握、客
室の対策（A）が感染リスク
（エアロゾル濃度）に与える
影響を明らかにする。

感染性エアロゾ
ルが発生する空
間からエアロゾ
ルがフロア内に
拡散することを
抑制

客 室 、 共 用 空
間 （ 廊 下 、
ホ ー ル 等 ） の
空調換気系統

フロア
(客室+共用空間‥)

Ⅳ 複数フロア間のエアロゾル
移動と感染リスクに関する評
価を行う。

フロア間のエア
ロゾル拡散の抑
制

単一/複数の空
調換気系統

棟
(複数フロア)

Ⅴ 複数棟間のエアロゾル移動
と感染リスクに関する評価を
行う。

棟間のエアロゾ
ル拡散の抑制

複 数 の 空 調 換
気系統

施設
(複数棟)

FCUSA

RA

OA

EABU

Bedroom

FilterFanHeating coil

Cooling coil

SA OA

RA
FCU: Fan coil unit

Typical situation of fan-operationFC
UEAOAOperation 

type

Constant operation of exhaust-fanOFFOFFONUnoccupied A

Continuous operation of exhaust-fanOFFONONUnoccupied B

The exhaust fan is stopped when cooling/heating is not used. OFFOFFONOccupied A

The exhaust fan is stopped when cooling or heating is used. ONOFFONOccupied B

The exhaust fan is operated when cooling/heating is not used. OFFONONOccupied C

Constant operation of FCU
The exhaust fan is operated when cooling or heating is used. ONONONOccupied D

OHU

FCUBedroom

CS

FCU

OA

Bedroom

FCUBedroom

FCUBedroom

FCUBedroom

FCUBedroom

課題Ⅰ 客室における温調器の風量変化、個別スイッチ操
作のエアロゾル拡散への影響を明らかにする。また、客室
の空調換気方式に対応した陰圧化方法を示す。

CS: Common space

Operation of Air-conditioning in a guest room

課題Ⅱ フロア内客室の空調換気の組合せを考
慮した換気回路モデルを作成し、対策の効果を
明らかにする。
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った場合の効果を示すことが出来る。課題Ⅱでは、

フロア内の客室の空調換気運転の組合せがフロア

内のエアロゾル濃度分布に与える影響を示す。そ

して、対策の効果を示すことが出来る。このエア

ロゾル濃度のシミュレーションは、換気回路網計

算によって行うことが出来る。 

 

D．結論 

宿泊施設の空調換気設備の実態を踏まえて、客室

及び共用空間におけるエアロゾル感染対策の可能

性を分析した。特に長時間滞在する客室の換気方

式と陰圧の性状を整理し、空調換気方式が多様で

あり、換気効果に関する課題も多い。客室におけ

るエアロゾル感染対策の方法があるが、その前提

として換気性能の確認が必要である。宿泊施設の

客室、フロア、棟、施設全体におけるエアロゾル拡

散性状が多様であるため、エアロゾル感染対策の

課題と対策評価の枠組みが必要である。その枠組

みの中で優先的に取り組むべき課題があり、その

課題に対する対策の評価が必要である。評価の手

法として換気回路網計算を用いたエアロゾル濃度

分布のシミュレーションが適している。 
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分担研究報告書 

 

旅館業法及び興行場法の施設における感染防止対策等を含む衛生管理の推進のための研究 

加熱脱着-ガスクロマトグラフ質量分析計(TD-GC/MS)を用いた興行場における 

室内空気中揮発性成分の実態把握 

研究分担者  戸次 加奈江  国立保健医療科学院 生活環境研究部  主任研究官 

 

研究要旨 

空気中には，有害性のある多種多様な化学物室が存在し，日常的な曝露による健康影響との関連が

指摘されている。本研究の調査対象である興行場や宿泊施設など，不特定多数の人々が利用する公共

の施設は，様々な発生源に伴う化学物質のヒトへのばく露が懸念されると共に，悪臭なども問題とさ

れるため，衛生上の管理及び対策が日々行われている。こうした中，興行場では 4D 演出に伴い，観

覧場内では様々な香料が使用されるようになったことから，衛生管理の対象の一つとして関心が高ま

ると共に，実態の把握が急務とされている。そこで本研究では，加熱脱着-ガスクロマトグラフ質量

分析計（TD-GC/MS）及び異臭分析システム（（株）島津製作所）を用い，室内濃度基準値が設定さ

れる揮発性の有機化合物をはじめ，過去の異臭問題で特定された異臭成分を含む 145 成分を対象に，

映画館の観覧場における空気中の成分を評価した。 

空気捕集には Tenax TA を充填した捕集管を用い、各演目ごとに空気のサンプリングを行った。

採取した試料については、TD-GC/MS 及び異臭分析システムにより揮発性成分の同定を行い、空気

中成分の特性評価を実施した。 

その結果、4D 及び 2D の各観覧場において検出される成分はほぼ共通しており，使用した異臭デ

ータベースに登録された 145 成分のうち，4D 及び 2D の両観覧場で検出された成分は 65 成分で

あった。これらは臭いの分類に基づき，カビ系（2 種），果物系（19 種），食品・植物系（13 種），

防虫剤系（6 種），溶剤・油系（23 種），その他（2 種）に分類され，果物系および溶剤・油系の成

分が比較的多く検出された。これらの成分は，上映中の飲食行動や衣類を介した持ち込みなど利用者

の行動に由来するもの，ならびに建材や設備・機材等に由来するものと考えられた。一方，住宅やオ

フィスなどの一般的な室内環境と比較したところ，映画館の試料では検出される成分の種類が多く，

他の環境と比較しても相対的に高濃度を示す特異的な成分の存在が確認された。本調査で検出された

成分の濃度は，島津製作所の異臭データベースに基づく判定量により算出したものであるが，室内濃

度指針値等が設定されている物質についてはいずれも概ね基準値を下回っていた。 

本調査データについては，測定回数が限られていることに加え，季節や施設の稼働状況，清掃方法

など管理方法の違いによって数値が変動する可能性がある。そのため，今後は他の施設や異なる時期

においても継続的に調査を実施し，データの蓄積を図ることが必要である。 
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A．研究目的 

日常生活では，利便性の高い様々な化学物質が

利用されている一方で，日常的にこうした化学物

質にばく露されることで，不快に感じたり健康影

響を引き起こすことが懸念されている。興行場は，

不特定多数の人々が利用する場であり，特に映画

館では，近年，上映形態が変化している。4D の上

映では，水の噴霧や香料の散布，振動や風などの

多様な演出が取り入れられており，これらのエフ

ェクトが空気中や座席周辺の衛生状態に影響を与

える可能性がある。また，幅広い世代を対象とし

た娯楽施設として利用される他，飲食も可能であ

ることから食べ物に由来した臭いの成分など，多

種多様な化学物質による影響があると考えられる。

さらに，近年，臭いに対する香害を訴える患者が

増加傾向にあり，香水などに含まれる合成香料（化

学物質）によって，不快感や様々な健康被害が生

じ，化学物質過敏症が懸念されるなど，社会問題

にもなっている 1)。 

 そこで本研究では，TD-GC/MS と異臭分析シ

ステムを用い，映画館の空気中の揮発性成分につ

いて，スクリーニング評価を行い空気環境の実態

を調べることとした。 

 

B．研究方法 

B1．対象施設 

本調査で測定を実施した施設は，映画館，オ

フィス，一般住宅である。それぞれの建物の概

要を以下に示す。 

映画館： 商業施設内に設置された映画館の 4D

及び 2D 観覧場。 

オフィス： 鉄筋コンクリート造 5 階立て，築 23

年ビル内の一室。 

一般住宅： コンクリート造 7 階立て，築 9 年の

集合住宅のリビング。 

B2．対象物質 

 スクリーニング評価の対象は，TD-GC/MS/異

臭分析システム（TD-GCMS-QP2020 NX，（株）

島津製作所）に登録された 145 成分である 2)。 

B3．捕集方法 

空気試料の捕集には，280℃でコンディショニ

ングを行ったTenax TAを充填した捕集管を用い，

流速 100 ml/min で 2 時間（12Ｌ）捕集した。 

B4．揮発性成分のスクリーニング評価 

空気を捕集した Tenax TA 捕集管を TD-

GCMS/異臭分析システムで分析した。解析に使

用した異臭データベースに含まれる主要な臭い

成分を表 1 に示す。また，このときの分析条件を

表 2 に示す。 

 

C．研究結果及び考察 

C1．揮発性成分のスクリーニング評価 

 はじめに，空気試料に含まれる成分や濃度の特

徴を把握するため，映画館の室内空気から検出さ

れる揮発性成分のスクリーニング評価を行った。

ここでは，検出された成分間の出現パターンやサ

ンプル間の特徴を把握しやすくするため，検出さ

れた成分の濃度差が色調で表現されるヒートマッ

プに示した（図１）。そのの結果，対象とした多く

の成分が 4D 及び 2D の映画館で検出され，いず

れも同様な成分が検出される傾向が見られた。ま

た，対象とした 145 成分のうち，今回検出された

成分は 65 種あり，臭いに関するカテゴリーに分類

すると，カビ系（2 種），果物（19 種），食品・植

物系（13 種），防虫剤系（6 種），溶剤・油系（23

種），その他（2 種）であった。また，2D から検出

された成分は 59 成分であり，4D から検出された

成分は 61 成分であった。さらにこのとき，フェノ

ール，2,4-ノナジエナール，メシチルオキサイド，

1-ウンデカノール及びグアヤコールについては，

4D のみから検出され，ボルネオール，2-エチル-1-

ヘキサノール，5-メチル-2-フルフラール及びベル

ベノールについては，2D のみから検出された。2-

エチル-1-ヘキサノール（2E1H）については，プラ

スチックに使用される可塑剤が加水分解されるこ

とで生成されるものや，接着剤，塗料などが発生

源となっていると知られている。実際に，調査を

行った映画館内には，材質の一部にプラスチック

が使用された客席などが多数設置されていること

や，壁紙や絨毯などが整備されていることからも，
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こうした設備や内装材が発生源となる可能性も考

えられた。 

一方，映画館との比較対象として測定を行った

住宅やオフィスの空気中からは，映画館に比べて

検出される成分数や濃度は低い傾向にあったもの

の，検出された成分の中には，映画館よりも特異

的に高い濃度のものも検出された。特に，フェノ

ール，オクタノール，クレゾール，3-エテニルピリ

ジン，フルフラール，ピリジン，5-メチルフルフラ

ール，リナロールについては，加熱式たばこから

発生することが知られており 3-5)，加熱式たばこを

使用するオフィスで比較的高く検出された。本調

査で検出された成分の濃度は，島津製作所の異臭

データベースに基づく判定量により算出したもの

であるが，室内濃度指針値等が設定されている物

質については概ね基準値を下回っていた。 

 

D．結論 

本調査において映画館で検出された空気中成

分については，主に飲食物の持ち込みや衣類への

付着など利用者の行動に由来する要因，ならびに

建材や設備・機材等に由来する要因の影響が比較

的大きいものと考えられた。検出された成分の中

には有害性が指摘されている物質も含まれてい

たが，いずれの成分についても室内濃度指針値ま

たは関連する基準値を上回るものは認められな

かった。 

一方で，映画館を含む興行場は不特定多数の

人々が継続的に利用する施設であることから，良

好な空気環境を維持するためには，平常時からの

継続的な衛生管理が重要であると考えられる。今

後は，他の施設や異なる時期においても継続的に

調査を実施し，データの蓄積を図るとともに，実

態把握の精度向上に努めていく必要がある。 

E．研究発表 

１．論文発表 

  なし 

 

２．学会発表 

  なし 

 

F．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

  なし 

 

２．実用新案登録 

  なし 

 

３．その他 

  なし 
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分類 化合物 

カビ系 2,4,6-トリクロロアニソール,ボルネオール 

果物 

β-ピネン,オクタナール,n-デカナール,ペラルゴン酸,カプロン酸,n-ドデカナール,3-ヘプタノ

ン,アセトフェノン,α-ピネン,2-ウンデカノン,エナント酸,ヘキシルアセテート,2-オクタノン,2-

メチル酪酸エチル,ベルベノン,γ-オクタラクトン,1-ウンデカノール,γ-デカラクトン 

食品・植物系 

フェノール,リナロール,ベンゼンメタノール,カプロラクタム,サリシルアルデヒド,ベンゾフェノ

ン,2-メチルピラジン,酪酸,2-メチル酪酸,2-エチル-1-ヘキサノール,フェニルアセトアルデヒ

ド,2-フェニルエタノール,クマリン 

その他 5-メチル-2-フルフラール,グアヤコール 

防虫剤系 L-メントール,p-ジクロロベンゼン,カンファー,ナフタレン,サリチル酸メチル,ベルベノール 

溶剤・油系 

ヘキサナール,1-ドデカノール,m-キシレン,ベンゾチアゾール,オクタン酸,トルエン,ブチルセロ

ソルブ,1-オクタノール,o-キシレン,1-テトラデカノール,2,4-ノナジエナール,メチルメタクリレ

ート,2-ヘキサノン,2-ノネナール,メシチルオキサイド,スチレン,1-ペンタノール,2-ヘプタノ

ン,1,2,4,5-テトラメチルベンゼン,2-メチルナフタレン,p-キシレン,2-デセナール,1-メチルナ

フタレン 

表 1 異臭データベース対象成分 
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機器 項目 設定値 
TD 部 チューブ加熱温度 280℃ 
 チューブデソーブ流量 60mL/min 
 チューブデソーブ時間 5min 
 トラップ冷却温度 -20℃ 
 トラップ加熱温度 250℃ 
 トラップデソーブ時間 5min 
 ドライパージ なし 
 捕集管 TENAX-TA 
 トラップ管 TENAX-TA (PN S225-23328-41) 
 バルブ保温温度 250℃ 
 トランスファライン温度 250℃ 
 ジョイント温度 250℃ 
 内部標準 ----- 
 チューブ待機温度 40℃ 
 トラップ待機温度 50℃ 
GC 部 使用カラム InertCap 5MS/Sil 
  ⻑さ 30m 内径 0.32 ㎜ 液相膜厚 0.5μm 
 カラム温度 50℃ (5min)→10 ℃/min→250℃(10min) 
 キャリアガス He 
 キャリアガス制御 圧力一定 
 入口圧 44.5kpa 
 注入方法 スプリット法 
 スプリット比 5 
MS 部 イオン源温度 200℃ 
 インターフェース温度 250℃ 
 測定モード FAAST(スキャン,SIM 同時測定) 
 走査範囲及びモニタイオン m/z 45-500 
 イベント時間 スキャン:0.1sec,SIM:0.3sec 
 イオン化法 電子イオン化 (EI) 
 エミッション電流 60μA (標準モード) 

表 2 分析条件（TD-GC/MS/異臭分析システム） 
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図 1 揮発性成分の室内濃度に関する階級クラスタ解析 
（Office 2： たばこ製品の使用あり） 
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

旅館業法及び興行場法の施設における感染防止対策等を含む衛生管理の推進のための研究 

宿泊施設の水道水の摂取に由来した集団食中毒事例の調査 

研究分担者  島﨑 大  国立保健医療科学院 生活環境研究部  上席主任研究官 

 

研究要旨 
本邦の宿泊施設において、水道水の摂取に由来した集団食中毒事例を調査し、対応策を整理するこ

とを目的とした。国土交通省が公開する水道水の水質汚染事故等の発生状況や、研究機関、自治体に

よる報告を参照し、平成 15 年度から令和 4 年度の水質汚染事故事例のうち宿泊施設にて発生し罹患

者が報告された 5 件を抽出、水道水の汚染の原因ならびに対応策を整理した。各事例ともに、水源水

域の汚染の元となった直接的な排出源は不明であった。すべての事例において、食中毒発生の直接的

な原因は、浄水処理における塩素消毒の不備あるいは未実施であり、塩素消毒を含む水道施設の適正

な運用によって、罹患者の発生は防げると考えられた。すべての事例において小規模の水道施設を使

用しており、このような小規模の水道施設を所管する衛生行政部局や保健所においては、各施設の立

入などにより、衛生管理や塩素消毒の指導を徹底することが強く望まれる。 

A．研究目的 
 今年度は、五類感染症になる前の新型コロナウ

イルス感染症を念頭に、旅館業における特定感染

症の国内発生時に示すことが想定される、具体的

な衛生管理上の対応策を作成すること、また、新

旧の興行場における建築設備や、多様な施設の維

持管理状況等から、その実態や問題点を整理した

資料を作成することを目標としている。ここで

は、本邦の宿泊施設において水道水の摂取に由来

した集団食中毒の事例を調査し、対応策を整理す

ることを目的とした。 
 
B．研究方法 
 国土交通省が公開する水質汚染事故等の発生状

況 1,2,3)、ならびに、国立保健医療科学院による過

去 30 年間の飲料水を介した健康危機事例の収集・

解析事例 4)、国立感染症研究所 5)や各自治体によ

る報告 6,7)を参照、平成 15 年度から令和 4 年度の

水質汚染事故事例のうち宿泊を伴う各種施設（旅

館業法上の対象外である研修施設等を含む）にて

発生し、かつ、罹患者が報告された 5 件を抽出し、

汚染の原因と対応策を整理した。 
 
C．研究結果 

C1．石川県内宿泊施設におけるカンピロバクタ

ーによる集団食中毒の発生 4) 
・発生日：平成 16 年 8 月 17 日 
・患者数（主訴）：５２名（下痢、腹痛等） 
・原因：簡易水道事業により給水された水道水が

疑わしいものの、断定はできなかった。表流水

の急速ろ過方式による浄水処理において、凝集

沈殿および塩素注入の不徹底があった。 
・備考：カンピロバクターは水道原水で陽性・浄

水で陰性であった。大腸菌は浄水で陽性であり、

かつ、給水栓水での残留塩素は検出されなかっ

た。患者便からカンピロバクターが検出された。 
・対策：飲料水利用の停止、凝集沈殿処理の徹底、

塩素注入管理の徹底。 
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C2．大分県内研修施設におけるプレシオモナ

ス・シゲロイデスによる集団食中毒の発生 4,6) 
・発生日：平成 17 年 7 月 6 日 
・患者数：１９０名（摂食者２８０名） 
・原因：排出源は不明であった。専用水道施設に

より給水された水道水。ダム伏流水を原水とし

ており、塩素消毒のみによる浄水処理であった

が、事故当時は塩素剤が注入されていなかった。

給水栓水からプレジオモナス・シゲロイデスが

検出された。 
・備考：当該の専用水道施設は未認可であった。 
・対策：塩素消毒処理の管理徹底。 
 
C3．長野県内宿泊施設における病原性大腸菌

O55 による集団食中毒の発生 4) 

・発生日：平成 17 年 8 月 2 日 
・患者数：４３名 
・原因：排出源は不明であった。自家用水道施設

により給水された水道水。湧水を原水としてお

り、塩素消毒のみによる浄水処理を行っていた。

当該の滅菌浄水装置（塩素滴下装置）の管理が

不十分であり、適切に消毒されていなかった。

給水栓水から大腸菌が検出された。 
・対策：塩素消毒処理の管理徹底。 
 
C4．長野県内宿泊施設における病原性大腸菌

O121 による集団食中毒の発生 2,5) 

・発生日：平成 23 年 7 月 23 日 
・患者数：３７名 
・原因：水源の汚染によると推定。湧水（沢水）を

くみ取り貯水タンクに貯めて塩素を滴下して

使用している自家用水道であるが、当日は塩素

を滴下していなかった。施設の使用水から

O121 および O84 が検出された。患者便からは

O103, O121, O145 の３種の血清型が分離

された。感染者等由来株と施設の使用水由来株

の PFGE パターンが同一であったことから、施

設の使用水が感染源となった可能性が強く示

唆された。 
・対策：塩素消毒処理の管理徹底。 
 

C5．長野県内宿泊施設におけるカンピロバクター

による集団食中毒の発生 3,7) 
・発生日：令和元年 9 月 2 日 
・患者数：４１名 
・原因：患者便及び宿泊施設の水等からカンピロ

バクター属菌が検出された。当宿泊施設は湧水

（沢水）を原水に自家用水道として使用してい

たものの、塩素注入装置の不具合で適切に消毒

されていなかった。利用患者の症状は、カンピ

ロバクター属菌による食中毒の症状と一致し

ていた。このことから、当該施設で調理等し提

供された飲食物を原因とする食中毒と断定さ

れた。 
・対策：当該施設の塩素注入装置の交換を実施。

受水槽を設置している各施設に対し、保健所及

び長野県が立入実施。沢水や井戸水を使用して

いる各施設に対し、衛生管理の徹底と塩素消毒

の実施を指導。 

 

D．考察 

D1．水源水域の汚染 
 各事例ともに水源汚染の原因となった直接的

な排出源は不明であった。水道水の原水として表

流水・伏流水・湧水が用いられていること、一部

の事例では、水道水から糞便汚染の指標である大

腸菌が検出されていることから、水源水域での糞

便等による汚染が考えられた。 
 
D2．浄水処理（塩素消毒）の状態 
 すべての事例において、集団食中毒発生の直接

的な原因は、浄水処理における塩素消毒の不備で

あった。水道水や患者の糞便等から検出された病

原体である、カンピロバクター、プレジオモナス・

シゲロイデス、病原性大腸菌 O55, O121 は、い

ずれも塩素消毒による感受性が高いことから、浄

水処理において適正な濃度の塩素が注入され、給

水末端の水道水まで残存していれば、罹患者の発

生は防げたものと考えられる。 
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D3．水道施設の運用状況 
 5例中 1例は簡易水道事業による水道施設であ

り、急速ろ過および塩素消毒による浄水処理方式

であったものの、凝集沈殿および塩素注入の不徹

底が指摘されていた。また、他の 4 例は宿泊施設

の自家用水道であり、うち 1 例は無認可の水道施

設であった。すべての事例で、水道施設の適正な

運用（浄水処理設備の運転管理ならびに浄水の水

質管理等）が実施されていなかったと考えられる。 
 
E．結論 

 本邦の宿泊施設において、水道水の摂取に由来

して集団食中毒が発生した 5 事例を調査したと

ころ、すべての事例が塩素消毒の不備を直接的な

原因としており、小規模の水道施設における不適

切な運用に由来すると考えられた。このような小

規模の水道施設を所管する衛生行政部局や保健

所は、各施設の立入などにより、衛生管理や塩素

消毒の指導を徹底することが強く望まれる。 

 
F．研究発表 
１．論文発表 
  なし 
 
２．学会発表 
  なし 
 
G．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 
１．特許取得 
  なし 
 
２．実用新案登録 
  なし 
 
３．その他 
  なし 
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分担研究報告書 

 

旅館業法及び興行場法の施設における感染防止対策等を含む衛生管理の推進のための研究 

ビジネスホテルとシネマコンプレックスの室内環境 

 

研究分担者  柳  宇  工学院大学 建築学部         教授 

研究代表者  開原典子  国立保健医療科学院 生活研究研究部  上席主任研究官 

研究要旨 

本研究は、ホテル宿泊時の室内温湿度および二酸化炭素濃度（7 都市 27 室：夏期 24 室、冬期 3

室）、夏期における 7 つのシネマコンプレックスの映画上映中のシアター内細菌と真菌の実態を調査

した。得られた主な知見は次の通りである。ホテルの室内環境については、宿泊者在室時間帯を含め

て測定を行い、建築物衛生法の基準値と比較した結果、温度の不適率は 30％、相対湿度の不適率は

74％、二酸化炭素濃度の不適率は 30％であった。特に相対湿度については、夏期では 70％を超える

室が多く、冬期では測定を行った全室（3 室）で 40％を下回っていた。シネマコンプレックスの室内

微生物については、冬期に比べて夏期の方が、浮遊・落下・付着のいずれの細菌・真菌濃度も高かっ

た。また、粒径別浮遊粒子濃度は、2D 映画館に関する先行研究と比較して高い傾向がみられた。さ

らに、映画上映中の浮遊細菌濃度の予測について、落下細菌数および粒径>5μm の浮遊粒子濃度を用

いた予測手法を検討した結果、両指標から得られた予測値に有意な差はなく、ほぼ同等であった。 

A．研究目的 

 建築物衛生法では、ホテルを含む特定建築物を

対象に、2 か月以内ごとに 1 回、室内空気環境の

6 項目（浮遊粉じん濃度、一酸化炭素（CO）濃

度、二酸化炭素（CO2）濃度、温度、相対湿度、

気流）を測定することが義務付けられている。こ

れら 6 項目の環境管理基準値への適合状況につい

ては、毎年、統計局より全国データが公表されて

いる。公表データによれば、温度、相対湿度、

CO2濃度の不適率は、オフィスや学校に比べてホ

テルの方が顕著に低い。しかし、ホテルでは宿泊

者が在室している時間帯での測定が困難と考えら

れるため、実際の在室時における室内環境の実態

は把握されていない。 

映画館に関する先行研究１）では、近年導入が進

んでいる 4D 映画館における上映中の浮遊微粒

子、浮遊細菌・真菌、および付着細菌・真菌の測

定結果が報告されている。しかし、日本に多数存

在するシネマコンプレックスにおける映画上映中

の室内環境に関する実態情報は依然として不足し

ている。特に、映画館内の微生物汚染を管理する

うえでは、本来、上映中に浮遊微生物を測定する

ことが望ましいが、測定機器の動作音が観客の鑑

賞に影響を与えるため、実施が困難である。その

ため、室内の微生物実態把握には、従来から用い

られている落下菌による評価が行われてきた。し

かし、落下法は簡便である一方で、空調や換気に

よる気流の影響を受けやすく、落下菌から浮遊菌

の実態を正確に推定することは難しいとされてい

る。 

本研究の目的は、ホテル宿泊者が在室している

状態における室内温度、相対湿度、CO₂濃度の実

態、ならびにシネマコンプレックスにおける映画

上映中の室内浮遊微粒子、落下細菌・真菌、浮遊

細菌の実態を解明することである。さらに、映画

上映中の落下細菌数を用いた浮遊細菌濃度の予測

手法についても検討を行った。 
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B．研究方法 

B1．ホテル宿泊時の室内環境 

B.1.1 測定対象と測定時の状況 

2024 年夏期（7～9 月）と冬期（11～12 月）に、

国内のビジネスホテルにおいて測定を実施した。

表 1 には、測定が行われたホテルの測定日および

測定状況を地域別に示している。なお、表中の A1

と A2、E1 と E2、F1 と F2 は、それぞれ同一ホ

テル内の異なる客室を表している。 

 

表 1 空調方式と換気状況 

 

B1.2 温湿度・CO2濃度 

 調査当日は、温湿度・二酸化炭素濃度計測器

（TR-76Ui）を用いて、宿泊者の入室から退室ま

での間、5 分間隔で連続測定を実施した。 

B1.3 換気回数 

  換気回数はフィッティング法により、窓を閉め

た状態での就寝時の CO₂濃度の上昇値から算出し

た。フィッティング法は式（1）に示す通りである
２）。 

 

 

C：CO2 濃度 [ppm] 

C’：CO2 初期濃度 [ppm] 

Co：外気 CO2 濃度 [ppm] 

M：CO2 発生量 [mL/人] 

N：換気回数 [回/h] 

V：容積 [m3] 

t：経過時間 [h] 

 本研究では、CO₂濃度（Co）を 420 ppm、呼

気による CO₂発生量（M）を 17,000 mL/(人・h)

として計算を行った。 

 

B2．シネマコンプレックスにおける映画上映中

の室内環境 

 2024 年夏期（8 月 20 日～9 月 30 日）に、東

京都の映画館 F（5 上映）、静岡県の映画館 G（3

上映）、九州の映画館 H（5 上映）、岡山県の映画

館 I（2 上映）、広島県の映画館 J（2 上映）、名古

屋市の映画館 K（1 上映）、神奈川県の映画館 L

（1 上映）の計 7 館 19 上映において室内環境の

測定を実施した。測定対象はいずれも 2D スクリ

ーンであった。また、2024 年の夏期に浮遊微生

物濃度および落下・付着微生物量が特に高かった

F、H、J の 3 館については、2025 年冬期（2 月）

にも同様の測定を行った。以下に、各測定項目の

方法を示す。 

B2.1 落下細菌・真菌の測定 

落下細菌には SCD 培地、落下真菌には DG18

培地を使用した。測定位置はスクリーン前方の座

席および後方座席横の床面とし、映画上映開始時

から 1 時間ばく露を行った。培養条件は、SCD 培

地が 32℃・2 日間、DG18 培地が 25℃・5 日間で

ある。 

B2.2 付着細菌・真菌の測定 

 人の歩行の影響を避けるため、各映画の上映終

了後に、落下菌測定箇所周辺の座席下の床面から、

デガダーム・トランスペアレント・ドレッシング

テープ（面積：23 cm2）を用いて付着微生物を採

取した。採取したテープは実験室に持ち帰り、

’ ＋( o （1） 

ID 測定期間 宿泊人数 換気扇 空調方式

A1、A2 2024年7月19日～20日 1 常時稼働 中央方式

A3 2024年7月19日～20日 1 常時稼働 中央方式

A4 2024年11月29日～12月2日 1 一定期間稼働 個別空調

A5 2024年11月29日～12月1日 1 常時稼働 中央方式

B1 2024年9月26日～27日 1 換気オフ 個別空調

B2 2024年9月27日～28日 1 換気オフ 個別空調

C1 2024年7月26日～27日 1 換気オフ 個別空調

C2 2024年8月28日～30日 1 換気オフ 個別空調

C3 2024年9月18日～19日 1 換気オフ 個別空調

D1 2024年7月28日～29日 1 常時稼働 個別空調

E1、E2 2024年9月18日～19日 1 常時稼働 中央方式

E3 2024年9月19日～20日 1 常時稼働 個別空調

E4 2024年9月19日～20日 1 常時稼働 個別空調

E5 2024年9月20日～21日 1 換気オフ 個別空調

E6 2024年9月20日～21日 1 換気オフ 個別空調

F1、F2 2024年8月23日～24日 1 常時稼働 個別空調

G1 2024年7月20日～21日 1 常時稼働 中央方式

G2 2024年9月6日～8日 1 常時稼働 中央方式

G3 2024年9月7日～8日 1 常時稼働 個別空調

G4 2024年9月10日～13日 1 不明 不明

G5 2024年9月10日～13日 2 常時稼働 個別空調

G6 2024年9月10日～11日 1 常時稼働 中央方式

G7 2024年9月12日～13日 1 換気オフ 個別空調

G8 2024年12月21日～22日 1 常時稼働 個別空調

北海道地方

中国地方

九州地方

中部地方

四国地方

東北地方

関東地方



- 65 - 

SCD および DG18 培地へ転写し、それぞれ上記

と同条件で培養した。 

B2.3 浮遊細菌・真菌の測定 

 浮遊細菌および浮遊真菌は映画上映中に測定

できなかったため、上映後にスクリーン前方およ

び後方にて、バイオサンプラ（MBS-1000）を用

いて 1 分間（100 L）のエアサンプリングを実施

した。使用培地および培養条件は落下・付着菌と

同様である。 

B2.4 浮遊微粒子の測定 

映画上映時間中、スクリーン前方および後方にお

いて、浮遊微粒子濃度を 1 分間隔で連続測定した。

測定にはパーティクルカウンタ（P611）を用い、粒径

区分は以下の 6 段階である：0.3–0.5 μm、0.5–0.7 

μm、0.7–1.0 μm、1.0–2.0 μm、2.0–5.0 μm、5.0 

μm 以上。 

B2.5 落下細菌数と浮遊粒子濃度から浮遊細菌濃

度の推定 

近年、古くから知られるオメリャンスキー方程

式（式 1）を用いて落下細菌数から浮遊細菌濃度

を推定する結果が報告されている３）。この方程式

は経験式であり、落下細菌測定法で得られたコロ

ニー数から空気中の浮遊細菌濃度を推定するた

めのものである。 

 

 

 

n: 落下細菌数（cfu） 

A: ぺり皿面積（cm2） 

t:  曝露時間（min） 

 

本研究では、映画上映中の浮遊細菌濃度を二

つの方法で推定した。第一の方法は、式（1）を

用いて上映中の落下細菌数から浮遊細菌濃度を

算出するものである。この推定値の妥当性を検

証するため、以下に示す第二の方法による推定

も行い、両方法から得られた結果を比較した。 

筆者らの過去の実験において、リアルタイム

バイオエアロゾルセンサー（BAS）による測定

値 X と、培養法による浮遊細菌濃度 Y の間に

以下の関係が確認されている４）。 

 

Y＝0.0038X          （2） 

また、一般環境における BAS の測定結果によ

れば、0.5 µm 超の総浮遊粒子濃度に占めるバイ

オエアロゾルの割合は約 90％であった５）。この

知見および式（2）を基に、映画上映中にパーテ

ィクルカウンタで測定された >5 µm の浮遊粒

子濃度から浮遊細菌濃度を推定した。 

 

C．研究結果 

C.1 ホテル宿泊室内の環境 

C.1.1 温湿度 

図 1 に温度の四分位値（最大値、第 3 四分位数

［75％タイル値］、中央値、第 1 四分位数［25％

タイル値］、最小値）を示す。箱ひげ図中の色分け

は換気扇の作動状況を示しており、青は常時稼働、

赤は停止、オレンジは一定時間稼働、白は不明を

表す。中央方式空調の場合は、箱ひげの下ひげに

アスタリスク（＊）を付した。さらに、建築物衛

生法における室内温度の管理基準値である下限

18℃および上限 28℃を赤線で示している。 

室温は、全体として基準範囲内に収まっている

傾向が見られた。調査対象 27 客室のうち、実測

時間帯を通じて常に基準範囲内で推移していた

のは 19 室（70％）であり、不適率は 30％であっ

た。 

空調方式別に見ると、中央方式の客室（表 1）

では、室温の変動が小さく、基準値内で安定して

推移する傾向が確認された（一例として図 2 に G

１の室内温度経時変化を示す）。また、夏期・中間

期・冬期のいずれにおいても、室温は設定温度付

近を保っていた。一方、個別空調方式の客室では、

空調設定や利用状況によりばらつきがあり、温度

管理における一貫性に欠ける傾向が見られた（一

例として図 3 に G３の室内温度経時変化を示す）。 

図 4 には相対湿度の四分位値を示す。前述した

温度と同様に、箱ひげ図中の色分けは換気扇の作

動状況と空調方式を示している。あわせて、建築

物衛生法における湿度の管理基準である下限

40％（冬期）および上限 70％（夏期）を赤線で表

示している。 

（1） 
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実測時間帯内を通して相対湿度が常に基準範

囲内にあった客室は 7 室（26％）のみであり、不

適率は 74％に達した。これは、室内湿度の管理が

温度に比べて難しいことを示唆している。 

空調方式による違いについては、中央方式の客

室では相対湿度が基準範囲内で推移する時間が

比較的長く、個別空調方式の客室では湿度の変動

が大きく、基準範囲を逸脱するケースが多かった。 

C.1.2 CO2濃度 

図 5 に CO2 濃度の四分位値を示す。前述の温

湿度と同様に、図中の箱ひげの色分けは換気扇

の作動状況を表しており、青が常時稼働、赤が停

止、オレンジが一定時間稼働、白が不明を示す。

さらに、建築物環境衛生管理基準における 1000 

ppm の基準値を赤線で示した。 

測定時間帯において濃度の中央値が基準値以

下であったのは全体の 19 室（70％）であり、不適

率は 30％であった。なお、宿泊者がチェックイン

からチェックアウトまでの時間帯に常時室内に滞

在しているわけではないことを考慮すると、実際の

在室時間における不適率はさらに高い可能性が 

 

あると推察される。 

C.1.3 換気回数 

図 6 に、式（1）から算出した換気回数と CO₂
濃度の最大値との関係を示す。図中の赤丸は中央

方式を示す。 

換気回数が0.5回/h以上であった客室は全体の

81％にあたる 22 室であり、そのうち E1、E6、

F2、G4、G5、G8 を除く 16 室では、CO2の最大

濃度がいずれも基準値である 1000 ppm を下回

った。 

また、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対

策本部が「換気の悪い密閉空間」の改善策として

推奨する換気回数（2 回/h 以上）６）を満たしたの

は、A4、A5、B2、G3 の 4 室であり、これらも

すべて CO2 の最大濃度が基準値以下であった。

さらに、換気回数が推奨値に近い D1 および C3

（いずれも 1.95 回/h であり、C3 と D1 の濃度は

ほぼ同じであるため、C3 は D1 に重ねてみえな

い。）においても、同様に CO₂濃度の最大値は基

準値を下回った。 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 各宿泊室内温度の四等分値 
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図 2 室内温度経時変化−中央方式（G1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 室内温度経時変化−個別方式（G3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 各宿泊室相対湿度の四等分値 
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C.2 シネマコンプレックス上映時の室内環境 

C.2.1 落下細菌・落下真菌 

図 7 に 2024 年夏期に各映画館で測定した落下

細菌および落下真菌の結果を示す。 

落下細菌に関しては、先行研究１）において、4Dス

クリーンに比べて 2D スクリーンの方が落下細菌数が

有意に少なく、特に夏期では 15 cfu/(皿・h)以下の

値が報告されている。本調査の結果では、映画館 G、

I、J、K、L では同様に 20 cfu/(皿・h)以下であった

が、映画館 F および H ではそれぞれ 111 cfu/(皿・

h)、42 cfu/(皿・h)と高い値が検出された。 

 

落下真菌に関しては、先行研究では 4D と 2D

スクリーン間で有意差は認められなかったが、

2D スクリーンでは 5 cfu/(皿・h)以下と低濃度で

あった。本調査では、映画館 F、H、I、L で 10 

cfu/(皿・h)以上の値が観測された。なお、冬期に

測定した 3 映画館のうち、映画館 H の上映 2 に

ける落下細菌を除き、落下細菌および落下真菌は

ほとんど検出されず、最大でも 2 cfu/(皿・h)であ

った（図 8）。 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 室内温度経時変化の例－中央方式（G1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 室内温度経時変化の例－個別方式（G3） 
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図 5 各宿泊室 CO2濃度の四等分値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 各宿泊室換気回数 
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C.2.2 付着細菌・付着真菌 

 図 9 に 2024 年夏期に測定した各映画館の付着

細菌および付着真菌の結果を示す。付着細菌に 

ついては、映画館 J を除き、先行研究の 2D スク

リーンと同程度の 100 cfu/(23cm2)以下であった。

また、冬期に測定した 3 映画館においても、付着

細菌は概ね 100 cfu/(23cm2)以下であった（図 10）。 

付着真菌については、先行研究では 200 

cfu/(23cm2)を超える測定値が散見されたが、本調

査では映画館 J で 200 cfu/(23cm2)が検出された

ものの、全体的には 50 cfu/(23cm2)以下の傾向が

みられた。また、冬期に測定した 3 映画館におい

ては、付着真菌数低く、最大でも約 10cfu/(23cm2)

であった（図 10）。 

C.2.3 浮遊細菌・浮遊真菌 

図 11 に 2024 年夏期に測定された各映画館の

浮遊細菌濃度を示す。先行研究の 2D スクリーン

と同様に、映画館 H の「上映４前方」では 1000 

cfu/m³を超える高濃度が検出されたが、その他の

箇所はすべて 1000 cfu/m³以下であった。一方、

冬期に測定した 3 映画館の浮遊細菌濃度は

500cfu/m3以下であった（図 12）。 

図 13 に示す浮遊真菌濃度では、先行研究で 

1000 cfu/m³以上が検出されたのは 1 か所のみで

あったのに対し、本調査では映画館 H で 7 箇所、

映画館 J で 4 箇所が 1000 cfu/m3 を超えていた。 

冬期に測定した 3 映画館では、浮遊真菌の濃度は

映画館Jの上映2は50～200cfu/m3であったが、

他は 50cfu/m3以下であった。（図 14）。 

C.2.4 浮遊微粒子 

図 15 に各映画館における粒径別浮遊粒子濃度

の平均値および変動係数を示す。映画館間で<1 

µm の粒子濃度は最大で約 30 倍、>1 µm では約

10 倍の差が認められた。変動係数にも顕著な差

が見られた。 

先行研究では、2D スクリーンでの<1 µm 粒子

濃度の平均値は約 12,000 p/L であったが、本研

究では映画館 F および J を除き、いずれもそれ

を大きく上回った。>1 µm 粒子濃度についても、

先行研究の平均値が約 250 p/L であったのに対

し、本研究ではそれ以上の濃度が多くの映画館で

観測された。 

C.2.5 映画上映中のシアター内浮遊細菌濃度 

本研究では、映画上映中に測定した落下細菌の

結果に基づき式（1）より推定した室内浮遊細菌

濃度と、映画上映後に実測した室内浮遊細菌濃度

を図 16 に示す。両者の間には有意な差（p < 0.001）

が認められた。映画上映後には鑑賞者の退室およ

び次回鑑賞者の入室があるため、人的アクティビ

ティの影響により浮遊細菌濃度が上昇するもの

と考えられる。 

図 17 に、式（1）を用いた落下細菌数からの

推定値と、式（2）による>5μm 浮遊粒子濃度

からの推定値を併せて示す。図 17 より、両者の

間に有意差は認められず、ほぼ同等のレベルで

あることが確認された。 
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リーンの「上映 2 前方」を除けば、先行研究の 2D                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 各映画館の落下細菌・落下真菌量－夏期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 各映画館の落下細菌・落下真菌量－冬期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 各映画館の付着細菌・付着真菌量－夏期 
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図 10 各映画館の付着細菌・付着真菌量－冬期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 各映画館の浮遊細菌濃度－夏期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 各映画館の浮遊細菌濃度－冬期 

0

50

100

150

200

250

上
映

1_
前

方

上
映

1_
後

方

上
映

2_
前

方

上
映

2_
後

方

上
映

1_
前

方

上
映

1_
後

方

上
映

2_
前

方

上
映

2_
後

方

上
映

1_
前

方

上
映

1_
後

方

上
映

2_
前

方

上
映

2_
後

方

F H J

付
着

細
菌

・
真

菌
[c

fu
/2

3c
m

2 ]

細菌 真菌

0

500

1000

1500

上
映

1前
_前

方

上
映

1後
_前

方

上
映

2前
_前

方

上
映

2後
_前

方

上
映

3前
_前

方

上
映

3後
_前

方

上
映

4前
_前

方

上
映

4後
_前

方

上
映

5前
_前

方

上
映

5後
_前

方

上
映

1前
_前

方

上
映

1後
_前

方

上
映

2前
_前

方

上
映

2後
_前

方

上
映

3前
_前

方

上
映

3後
_前

方

上
映

1前
_前

方

上
映

1後
_前

方

上
映

2前
_前

方

上
映

2後
_前

方

上
映

3前
_前

方

上
映

3後
_前

方

上
映

4前
_前

方

上
映

4後
_前

方

上
映

5前
_前

方

上
映

5後
_前

方

上
映

1前
_前

方

上
映

1後
_前

方

上
映

2前
_前

方

上
映

2後
_前

方

上
映

1前
_前

方

上
映

1後
_前

方

上
映

2前
_前

方

上
映

2後
_前

方

上
映

1前
_前

方

上
映

1後
_前

方

上
映

1前
_前

方

上
映

1後
_前

方

F G H I J K L

浮
遊

細
菌

[c
fu

/m
3 ]

0

100

200

300

400

500

上
映

1前
_前

方

上
映

1前
_後

方

上
映

1後
_前

方

上
映

1後
_後

方

上
映

2前
_前

方

上
映

2前
_後

方

上
映

2後
_前

方

上
映

2後
_後

方

上
映

1前
_前

方

上
映

1前
_後

方

上
映

1後
_前

方

上
映

1後
_後

方

上
映

2前
_前

方

上
映

2前
_後

方

上
映

2後
_前

方

上
映

2後
_後

方

上
映

1前
_前

方

上
映

1前
_後

方

上
映

1後
_前

方

上
映

1後
_後

方

上
映

2前
_前

方

上
映

2前
_後

方

上
映

2後
_前

方

上
映

2後
_後

方

F H J

浮
遊

細
菌

[c
fu

/m
3 ]



- 72 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 各映画館の浮遊真菌濃度－夏期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 各映画館の浮遊真菌濃度－冬期 
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図 16 映画上映中室内浮遊細菌濃度推測値と映画上

映後室内浮遊細菌濃度実測値の比較 

 

 

 

 

 

図 17 落下菌とバイオエアロゾルから浮遊細菌予測値 

の比較 
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図 15 各映画館の粒径別浮遊粒子濃度平均値と変動係数 

図中の横軸の凡例：1F は１回目上映の前方、5R は 5 回目上映の後方 
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D．考察 

D.1 ホテル 

冒頭で述べた通り、公開されているホテルの室

内温度・相対湿度・CO2濃度の不適率は、オフィ

スや学校と比較して低い傾向にある。しかし、こ

れは宿泊者が在室していない時間帯の測定結果

である可能性が高い。本研究では、宿泊者の在室

時間帯を含めた測定を実施した結果、温度の不適

率は 30％、相対湿度の不適率は 74％、CO2濃度

の不適率は 30％であった。特に相対湿度につい

ては、夏期・中間期において 70％を超える対象室

が多く、冬期ではすべての測定室（3 室）が 40％

を下回っていた。 

温湿度に関しては、不在時間帯も測定に含まれ

ているため、在室時間帯に限定すれば不適率は上

記よりも低下する可能性がある。一方、室内 CO2

は宿泊者が主な発生源であることから、在室時間

帯に限定した場合は不適率が 30％を上回る可能

性がある。CO2濃度の上昇は換気不足に起因する

と考えられる。 

就寝時間帯における CO2 の最大濃度が

1000ppmを超えたのは全体の41％に相当する11

室であった。特に A ホテルの A1・A2 室では、換

気扇が稼働していたにもかかわらず、最大 CO2濃

度が 3000 ppm を超えていた。このレベルは窓を

閉め切った寝室と同程度であり、このことから換

気扇のフィルター詰まり等により十分な換気が

行われていなかった可能性が推察される。適切な

換気量を確保するためには、日常的な保守管理が

極めて重要である。 

厚生労働省新型コロナウイルス対策本部は、

「換気の悪い密閉空間」の改善手法として、2 回

/h 以上の換気回数を推奨している。本研究では、

就寝時間帯の CO2 濃度上昇を用いて換気回数を

推定した結果、2 回/h 以上を満たしていたのは 4

室にとどまり、1.95 回/h であった 2 室を含めて

も全体の 22％に過ぎなかった。特に 2 名以上が

同室する場合、同室者間での感染伝播に注意が必

要である。たとえば G5 室では、2 名の宿泊者に

対して換気回数が 0.5 回/h と低く、感染リスクの

存在が示唆される。 

D.2 映画館 

D.2.1 微生物 

 本研究では、シネマコンプレックスにおいて、

冬期よりも夏期の方が浮遊・落下・付着のいずれ

の細菌・真菌濃度も高く、これは季節変動による

影響と考えられる。また、先行研究である 2D 映

画館と比較して、夏期におけるシネマコンプレッ

クスの落下細菌・真菌数は多かった。一方、付着

細菌は先行研究と同程度であったが、付着真菌は

少なかった。これらの違いは、施設内の利用状況

や空調・換気システムの差によると考えられる。 

D.2.2 浮遊細菌濃度予測の可能性と限界 

 前述のとおり、映画上映中の測定では音の出る

装置が使用できないため、従来より落下法が用い

られてきた。しかし、落下法は落下中に空気の流

れの影響を受けるため、落下細菌数から浮遊細菌

濃度を正確に推定することは困難である。落下菌

を用いた浮遊菌濃度の予測に関しては、古くから

多数の実験的研究や理論的解析結果が報告され

ている７－８）。しかし、これらの実験や解析の多く

は実環境に適合しない条件を前提としており、落

下菌から浮遊菌濃度を高精度に予測することは

依然として難しい。 

本研究において、経験式のオメリャンスキー方

程式を用いた浮遊細菌濃度の推定値と浮遊粒子

濃度から推定した浮遊細菌濃度が一致する傾向

にあることは注目に値する。今後さらにデータを

蓄積することで、>5 µm の浮遊粒子濃度に基づ

く浮遊細菌濃度の推定精度の向上が期待される。 

 

E．結論 

 本研究から、以下の知見が得られた。 

ビジネスホテルの室内環境に関して、宿泊者の

在室時間帯を含めて測定を行った結果、温度の不

適率は 30％、相対湿度の不適率は 74％、CO₂濃
度の不適率は 30％であった。特に相対湿度につ

いては、夏期において 70％を超える対象室が多

く、冬期では測定を行ったすべての室（3 室）で

40％を下回っていた。 

シネマコンプレックスの室内微生物に関して

は、冬期と比較して夏期の方が、浮遊・落下・付
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着のいずれの細菌・真菌濃度も高かった。また、

粒径別浮遊粒子濃度は、2D 映画館に関する先行

研究と比較して高い傾向が見られた。 

さらに、映画上映中の浮遊細菌濃度の予測に関

して、落下細菌濃度および 5μm を超える浮遊粒

子濃度を用いた予測手法を検討した結果、両指標

から得られた予測値はほぼ同等であった。 
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

旅館業法及び興行場法の施設における感染防止対策等を含む衛生管理の推進のための研究 

中規模映画館の上映中の観覧場の温熱環境と衛生器具等利用に関する調査 

研究代表者  開原 典子  国立保健医療科学院 生活環境研究部  上席主任研究官 

研究分担者  柳   宇  工学院大学 建築学部         教授 

 

研究要旨 

興行場法の許可施設には、多様な用途があり、観客や演者が安全で安心できる観覧場の衛生環境を

整える必要がある。しかしながら、興行中の測定は観客や演者に配慮する必要があるため実態の把握

が難しい。現在の技術的助言では、十分に想定されていない新たな興行内容も生まれていることから、

室内環境への影響や衛生管理を踏まえた衛生基準の情報整備が必要になっている。本調査では、興行

場のうち、映画館を軸として、観覧場の温熱環境を含む多面的な衛生管理の調査を行い、エビデンス

を集積することを目的としている。 

実態調査の結果、3,000 ㎡未満の中規模映画館の上映中の観覧場の温熱環境は、冬期の湿度は最低基

準に近いものの、夏期・冬期とも概ね基準の範囲であった。しかしながら、相対湿度は成り行きで運

用することもあり、外気湿度の影響が大きい。これまで行っている大規模映画館ほどではないが、一

定水準以上で維持管理がなされているものの、設備の更新や維持管理に苦慮していることが実態とし

てある。観覧場の温度・相対湿度・二酸化炭素濃度は、空気調和設備の能力や維持管理等によるもの

が大きい。安心安全な観覧場の衛生環境確保のため、適切な維持管理を継続することが重要であり、

3,000 ㎡未満の中規模施設や小規模施設について、衛生管理推進に資する課題の整理が必要である。 

大便器利用調査の結果、大規模映画館と同様に、観覧場以外の施設内に滞在する利用者の人数は、

施設側が上映の開始と終了時刻をずらすことや、上映開始前に入場できるタイミングをコントロール

すること等によって、一定程度コントロールされている施設が多い。また、中規模映画館のある隣接

施設には個別機能を備えた便房計画が推進されているところもあり、施設の規模や地域性により、利

用者のニーズに応じた運用管理がなされている実態を把握した。 

 

 

A．研究目的 

 興行場法の許可施設には、多様な用途があり、

観客や演者が安全で安心できる観覧場の衛生環境

を整える必要がある。しかしながら、興行中の測

定は観客や演者に配慮する必要があるため実態の

把握が難しい。各自治体の条例施行細則等に定め

る空気環境の基準は、厚生労働省が示す技術的助

言（「興行場法第２条、第３条関係基準条例準則」）

を参考としており、機械換気設備の管理や二酸化

炭素濃度、浮遊粉じん量、空中落下細菌数、温度・

相対湿度等について一定の基準が示されている。

しかし、現在の技術的助言では、十分に想定され

ていない新たな興行内容も生まれていることから、

室内環境への影響や衛生管理を踏まえた衛生基準

の情報整備が必要になっている。本調査では、興

行場のうち、映画館を軸として、観覧場の温熱環

境を含む多面的な衛生管理の実態を把握し、エビ

デンスを集積することを目的としている。特に、
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建築物衛生法における特定建築物（延べ床面積

3,000 ㎡以上）に該当する大規模なシネマコンプ

レックスについては既に測定実績がある一方で、

それ以外の規模の映画館については知見が十分で

はない。そこで本研究では、特定建築物には該当

しないものの、一定のスクリーン数と客席数を有

し、地域の主要な興行拠点となっている延べ床面

積 3,000 ㎡未満の映画館を対象とした。本研究で

はこれらを「中規模映画館」と位置づけ、規模や地

域、運営企業の違いが衛生環境に及ぼす影響を把

握し、興行場における衛生的な環境確保に資する

基礎資料の整備を図る。 

 

B．研究方法 
本報告の調査施設は、表 1 に示す 7 つの映画館

である。いずれも延べ床面積 3,000 ㎡未満の中規

模映画館であり、1 フロアに複数の観覧場を有す

る。各施設の観覧場の規模は、それぞれ 100 名未

満から約 400 名までの範囲の客席を有しており、

施設全体の総定員は1,000名規模が1施設、1,500

名規模が 1 施設、2,000 名規模が 5 施設であった

（表 1）。いずれの施設も、鑑賞券を確認するゲー

トより内側の、観覧場が並ぶ鑑賞エリア（以下「シ

アター内」とする）は、鑑賞券を所持しない者は

立ち入ることができない構造となっている。なお、

調査 A（詳細調査）、調査 B（2 週間の連続測定）

および衛生器具の使用状況に関する調査はいず

れも、この 7 施設を対象として実施した。 

 

B1．観覧場内の温湿度及び二酸化炭素濃度 

B1.1．調査 A（詳細調査） 

施設内観覧場において、通常の上映中に、温度

および相対湿度、二酸化炭素濃度（HOBO、

mx1102a を使用）を 1 分間隔で連続的に測定し

た。各施設につきおおむね 3 つの観覧場を対象と

し、いずれも観覧場の規模がおおむね 100～400

名程度のスクリーンを選定した。詳細調査として、

測定機器を座席の肘掛けに固定し、1 つの観覧場

内で、前方・後方に各 1 点、計 2 点を測定した。

調査はいずれも、開館直後から夜間にかけての通

常営業中の上映回を対象として実施した。全体と

して、7 つの施設（F～L）について 2024 年 7 月

～9 月に調査を行い、そのうち 3 施設（F, H, J）

については 2025 年 2 月に再度調査を実施した。 

B1.2．調査 B（2 週間の連続測定） 

上映中の通常営業時の観覧場内において、これ

までの調査 1）～4）と同様に、温度および相対湿度、

二酸化炭素濃度（HOBO、mx1102a を 1 台使用）

を 1 分間隔で連続的に測定した。機器の設置場所

は、観覧場の排気側とした。各施設とも少なくと

も 14 日間以上の期間について、上映時間中の測

定を継続した。調査は、各施設の全ての観覧場（そ

れぞれ施設によって観覧場数は異なる）を対象と

して、7 つの施設（F～L）を 2024 年 7 月～10 月

に調査を行い、そのうち 3 施設（F, H, J）につい

ては 2025 年 2 月から 3 月に再度調査を実施し

た。 

 

B2．衛生器具の使用状況に関する調査 

衛生器具の使用状況に関する調査は、前述の 7

施設（F～L）を対象として実施した。本調査では、

各施設の混雑日・通常日の演目スケジュールをも

とに、施設内にいる人数の推定を行った。 

 

C．研究結果 

C1．観覧場内の温湿度及び二酸化炭素濃度 

C1.1．調査 A（詳細調査） 

図 1 に、各施設において測定した全ての観覧場

の前方・後方位置について、上映中の温度・相対湿

度・二酸化炭素濃度の結果を示す注 1），注 2）。全体と

して、温度・相対湿度・二酸化炭素濃度はいずれ

も、一部の相対湿度の結果を除き、準則の範囲に

ある。なお、各施設とも施設のある自治体の条例

の基準を満たしている（本報の対象施設の基準は、

「興行場法第２条、第３条関係基準条例準則」6）と

同じである）。温度については、施設 J の一部を除

き、平均約 25℃に管理されており、観覧場内の前
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方・後方の差は小さかった。相対湿度については、

施設内での前方・後方の差は温度と同様に小さい

ものの、施設間では一定程度のばらつきが認めら

れた。これは、外気条件の違いや、外気導入量を含

む空調換気運転の制御方法や設定の差による影響

を受けているものと考えられる。二酸化炭素濃度

については、前方・後方でやや差がみられる場合

があった。また、温度や相対湿度とは異なり、基準

の範囲ではあるものの、開演直後よりも終演に近

い時間で濃度が上昇する傾向がみられた。 

なお、本研究では夏期の詳細調査に加え、3 施設

（F, H, J）において冬期の詳細調査も実施してい

る。冬期の詳細調査結果は図には示さないものの、

測定データの確認により、温度および二酸化炭素

濃度は概ね安定した管理状況であった。一方、相

対湿度については外気導入の影響を受け、低湿度

となる事例が確認された。 

C1.2．調査 B（2 週間の連続測定） 

 本調査は、各施設の全ての観覧場について、排

気側に測定機器を設置し、夏期には少なくとも 14

日間の測定期間中、上映時間帯を通じて温度、相

対湿度、二酸化炭素濃度を 1 分間隔で連続的に測

定したものである。測定期間には、土日祝などの

混雑日と平日の通常日の双方が含まれる。 

図 2 には、夏期測定期間（14 日間）に得られた全

観覧場・全上映回の 1 分間隔の測定値のうち、上映

中に相当するデータを施設ごとに箱ひげ図として示

し、施設全体としての概略的な傾向を比較した。施

設F を除き、各施設とも、温度・相対湿度・二酸化

炭素濃度の平均値および四分位範囲は準則の基準の

範囲内にあり、施設F においてのみ一部の測定値が

二酸化炭素濃度 1,500ppm を超えている。なお、施

設F における二酸化炭素濃度 1,500ppm 超の累積時

間は、約 14 日間の測定期間全体で 1 つの観覧場の

み 1 時間以内であり、上映中の測定時間全体の大部

分は基準の範囲内であった。 

図 3 に、図 2 では日ごとの変動が把握しにくいこ

とから、夏期に詳細調査を実施した施設 G の１つの

観覧場を事例的な代表例として示した。温度と相対湿

度は、通常日・混雑日に差はなく、かつ、日変動も小

さい。二酸化炭素濃度は、変動が大きいが、日平均値

は 1,000ppm 以下となっている。いずれも、基準の範

囲であることが確認された。 

図 4-1～4-2 に、夏期の測定期間中の上映時間にお

ける施設ごとの混雑演目前後の当該観覧場の排気側

の温度、相対湿度、二酸化炭素濃度の結果を示す。こ

こで混雑演目とは、測定期間中に観覧場定員に対する

観覧客の割合が最も高い、または高い水準にある上映

回を指し、その前後の上映回とあわせて示している。

表 2 に、図 4-1～図 4-3 の四角囲みで示した混雑状況

（観覧場定員に対する観覧客の割合, %）を示す。二

酸化炭素濃度の結果から、施設F, G, H, J, では、混

雑演目において二酸化炭素濃度が上昇するものの、混

雑演目の終了後、次の上映回までの間に濃度が低下し

ていることが確認できる（図 4-1～4-2）。一方、施設

I 及び施設 L では、四角囲みで示した混雑演目にお

いても二酸化炭素濃度は1,000ppmを下回っており、

その次の上映回には濃度が低下する傾向が確認され

た。これに対し、施設 K では、混雑演目に続く複数

の上映回においても二酸化炭素濃度が 1,000ppm 前

後（場合により 1,000ppm をわずかに上回る水準）で

推移する傾向がみられたものの、いずれも準則の基準

（1,500ppm 以下）の範囲内であり、後半の上映回で

は低下する傾向が確認された。これらの結果から、混

雑演目において二酸化炭素濃度が一時的に上昇する

場合であっても、次の上映回までの間に濃度が低下す

る挙動が多くの施設で確認された。温度や相対湿度は、

二酸化炭素濃度に比べて変化は小さく、安定した管理

が行われていた。 

 図 4-3 は、図 4-1～4-2 と同様に、冬期について

調査した 3 施設分の測定期間中の上映時間における

施設ごとの混雑演目前後の当該観覧場の排気側の温

度、相対湿度、二酸化炭素濃度の結果である。図より、

一部が基準の上限または下限から外れていることが

確認できる。特に、相対湿度は外気導入の影響を受け

やすく、低湿度環境になっている施設もみられた。ま
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た、二酸化炭素濃度についても、混雑回において上昇

し、基準を上回る値が一部で確認される場合があった。 

図には示さないものの、同期間の時系列データを確

認したところ、施設 F では、温度と二酸化炭素濃度

が開演時間後に上昇し、上映中にピークを迎える傾向

が確認された一方、相対湿度は変化が小さかった。同

様に、施設H についても時系列データの確認により、

温度と相対湿度は全体として安定して管理されてい

るものの、終演時刻近くになると温度が低下する。二

酸化炭素濃度は混雑回に上昇するが、その後低下して

おり、これも基準の範囲となっていた。施設 J の場

合、温度と相対湿度は変化が小さく、温度は平均約

23℃、相対湿度は平均約 20％と低湿度環境であった。

二酸化炭素濃度は混雑回に上昇するが、その後低下す

る様子が確認された。 

 図 5～図 7 に、冬期において観覧場の排気側で実施

した 3 施設（施設F, H, J）の温度、相対湿度および

二酸化炭素濃度の連続測定結果を示す。測定期間はい

ずれも少なくとも 14 日間であり、施設によっては 14

日間以上であった。期間中の土日祝日にあたるのは、

施設F の場合 3・4 日目と 10・11 日目、施設H の場

合 5・6・7 日目と 12・13 日目、施設 J の場合 6・7・

8 日目と 13・14 日目である。図 5 より、施設F の場

合、温度は土日祝にやや変動が大きくなる傾向にある

が、期間中の日平均は約 20℃～23.5℃であった。相

対湿度は日内変動が小さいものの、期間中の日平均値

は約 25%～約 50％であり、日により異なる。二酸化

炭素濃度は日内変動が大きく、期間中の日平均値は約

600～1,000ppm であった。それぞれの基準の範囲と

なっている。図 6 より、施設 H の場合、温度は日平

均値で約 22.5℃で安定しているものの、日内変動に

おいて 20℃を下回ることもある。これは、最終上映

回に温度が低下することよるものであり、図としては

掲載していないが、当該時間帯のデータを確認した結

果、基準の範囲内であった。相対湿度は、11 日目～

13 日目に高くなっているが、二酸化炭素濃度の挙動

とは対応せず、かつ外気導入を行っている運転条件下

で上昇していることから、外気湿度の影響を受けたも

のと考えられる。気象庁の観測データ（当該地域・当

該期間）を確認したところ、この期間は他の日と比べ

て外気湿度が高い条件であった。それ以外の日は、日

平均値が約 30％であり、最低限の調整にとどまって

いた。二酸化炭素濃度は、日平均値で約500～850ppm

の範囲で推移し、最大値も含めて準則の基準

（1,500ppm 以下）の範囲内であった。図 7 より、施

設 J の場合、温度は日平均値約 23℃であり、日内変

動も期間中の変化も小さい。相対湿度は、12 日目～

14 日目に高いが、二酸化炭素濃度の変動とは独立し

て推移しており、外気湿度に由来するものと考えられ

る。気象庁の観測データ（当該地域・当該期間）を確

認したところ、この期間は他の日と比べて外気湿度が

高い条件であった。それ以外の日は、日平均値が約

20％で、日内変動も小さく、低湿度環境となっていた。

二酸化炭素濃度は、土日祝にあたる 6・7・8 日目に他

の日と比べて日内変動が大きくなる傾向がみられ、特

に 8 日目は高い値が測定された。ただし、測定期間全

体としては、夏期の調査と同様に（図 2）、基準超過

時間は限定的であることを同時系列データにより確

認している。 

 

C2．衛生器具の使用状況 

図 8-1～8-5 に、満員である場合の観覧場以外の

施設内に滞在する人数（観覧場以外の施設内人数）

と、施設の総定員比（施設内の人数/施設定員）を

算出した結果を示す。調査対象の施設では、上映

開始時刻の 10 分前から観覧場に入場できるよう

になることを踏まえ、利用者によっては、早くか

ら施設にいる場合もあるものの、観覧場以外の施

設内人数について、上映スケジュールを基に、上

映時刻前後 10 分間は、観覧場の定員の人数が施設

内にいると仮定して算出した。混雑日と通常日の

上映スケジュールは、変えていない施設が 2 つ（施

設 G,H）、混雑日に開演時刻を早める施設が 5 つ

（施設 F, I, J, K, L）、混雑日に終演時刻を遅くし

ている施設は 1 つ（施設 L）であった。また、観

覧場や演目も変えない施設は 1 つのみ（施設 G）
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であり、ほかの施設は客足や演目の内容等により

上映する観覧場の大きさや演目を間引く等をして

営業する傾向が見られた。時期により演目の影響

もあることから、ほかの時期も算出したが、これ

らの傾向に大きな差はみられなかった。また、最

も施設内に設定の人数が多い場合でも、総定員比

の 80%以下になっている。試算は 10 分前に観覧

場エリアに入場する場合となっているが、それ以

上前に、グッズ購入、発券等で施設内に利用者が

入ることを踏まえても、総定員比 100％を超える

状況は生じる可能性は低いと考えられる。混雑状

況は、人気演目等に左右されるが、これまでの調

査過程において把握している範囲では、特別なイ

ベント等を除き、衛生器具の個数が少なく行列が

状態的に生じている、或いは、個数が不足してい

るといった状況についての明確な問題は把握され

ていない。 

 

D．考察 

D1．観覧場内の温湿度及び二酸化炭素濃度 

興行場のうち 3,000 ㎡未満の中規模映画館の観

覧場を対象に測定を行った結果、温度および二酸

化炭素濃度は概ね安定して管理されている一方で、

相対湿度については施設・時期によりばらつきが

ある。これは、外気導入量が多い運転条件では外

気条件の影響を受けやすいことを示唆する。湿度

が高い時期には、結露等が発生した場合に、観覧

場内の座席やスクリーン等に微生物の増殖に影響

を及ぼす可能性がある。 

また、設備の更新や維持管理も計画的に行うと

ともに、施設の規模・地域・用途等に応じて課題を

整理することが重要である。安心安全な施設の維

持には、空気調和設備等の適切な維持管理を継続

することが求められる。 

 

D2．衛生器具の使用状況 

 これまでの調査 23）では、延べ床面積 3,000 ㎡以

上の大規模映画館のシネマコンプレックスを対象

に、衛生器具の使用状況に関する実態調査を行っ

た。その結果、「興行場法第２条、第３条関係基準

条例準則」には緩和規定（同準則Ⅰの９、ただし書

きについて同準則Ⅰの８（3））が示されているも

のの、興行場法の対象施設は規模や運用形態が多

様であるため、衛生器具が適当数となっていない

ことが示唆された。 

 観覧場が複数ある映画館の場合、1 演目ごとに

観客が入れ替わり、観覧場以外の施設内に滞在す

る利用者の人数は、施設側が上映の開始と終了時

刻をずらすこと、上映開始前に入場できるタイミ

ングをコントロールすること等によって、一定程

度コントロールされている実態がある。 

これまでに調査を行っている大規模映画館では、

各観覧場の演目をずらして幕間を調整し、利用者

が無計画とならないようにしていることがわかっ

ている。中規模映画館においても、同様に、施設内

の人数をコントロールしている傾向が強い。 

興行場法の施設は、衛生器具は集中利用型とな

り、多機能トイレの利用が重なることも考えられ

る。関連法規等の動向として、個別機能を備えた

便房計画の推進があり、対象とならない規模の施

設も多いものの、個別機能（ベビーチェア、おむつ

替えシート、オストメイト機能、車椅子使用者が

使える広めのトイレ等）を分散させて、計画する

ことも利便性を高めるためには必要とされている。

また、隣接施設において、個別機能を備えた便房

がある場合には、その場所の案内をしておくこと

等の対応も考えられる。 

 

E．結論 

興行場の室内空気環境等の実態や興行場の用途

毎の特質を踏まえた衛生基準への提言に資する科

学的根拠の構築が求められている。本報では、興

行場における衛生的な環境確保を目的として、

3,000 ㎡未満の中規模映画館の室内温熱環境と衛

生器具の使用状況について、実態を把握した。 

実態調査の結果、3,000 ㎡未満の中規模映画館

の上映中の観覧場の温熱環境は、冬期の湿度は最

低基準に近いものの、夏期・冬期とも概ね基準の
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範囲であった。しかしながら、相対湿度は成り行

きで運用することもあり、外気湿度の影響が大き

い。これまで行っている大規模映画館ほどではな

いが、一定水準以上で維持管理がなされているも

のの、設備の更新や維持管理に苦慮していること

が実態としてある。観覧場の温度・相対湿度・二酸

化炭素濃度は、空気調和設備の能力や維持管理等

によるものが大きい。安心安全な観覧場の衛生環

境確保のため、適切な維持管理を継続することが

重要であり、3,000 ㎡未満の中規模施設や小規模

施設について、衛生管理推進に資する課題の整理

が必要である。 

大便器利用については、施設側の上映スケジュ

ールによる利用者数のコントロールや、上映開始

前に入場できるタイミングをコントロールするこ

と等、施設内の人の流れを概ね制御可能であると

いえる。また、中規模映画館のある隣接施設には

個別機能を備えた便房計画が推進されているとこ

ろもあり、施設の規模や地域性により、利用者の

ニーズに応じてそれぞれ衛生器具等の運用管理の

実態を把握した。 

 

注釈） 

注 1：図 1 の凡例は、アルファベット S は観覧場

を示し、続く数字は観覧場の別を示している。末

尾の”前“”後“は観覧場のスクリーンに向かって

前方・後方の別を示している。 

注 2：図中の赤色の線は、「興行場法第２条、第３

条関係基準条例準則」における各要素の基準を示

している。 
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表 1 施設一覧 

施設名 観覧場数 施設定員 所在地 

F 10 2,000 人規模 関東地方 

G  9 2,000 人規模 中部地方 

H 10 2,000 人規模 九州地方 

I 11 2,000 人規模 中国地方 

J  6 1,000 人規模 中国地方 

K 12 2,000 人規模 中部地方 

L  6 1,500 人規模 関東地方 

 

 

表 2 観覧場定員に対する観覧客の割合（％） 

施設名 夏期 冬期 

F 73 65 

G 97 - 

H 94 73 

I 100 - 

J 73 88 

K 100 - 

L 43 - 

※ 図 4-1～図 4-3 に示す四角囲みについて、観覧場

定員に対する観客数を％で示す。 

 

 

（温度, 夏期, 施設 F～施設 L） 

 

（相対湿度, 夏期, 施設 F～施設 L） 

 

（二酸化炭素濃度, 夏期, 施設 F～施設 L） 

図 1 上映中の観覧場の前方・後方の温湿度二酸化炭素濃度（調査 A） 
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図 2 施設ごとのすべての観覧場の温湿度二酸化炭素濃度（調査 B, 排気側, 上映中, 夏期, 各施設約 14 日間連

続測定） 
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図 3 観覧場の温湿度二酸化炭素濃度（調査 B, 施設 G, 観覧場 4, 排気側, 上映中, 17 日間連続測定, 夏期, 事

例） 
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（施設 F, 観覧場 1, 夏期） 

 

 

 

 

 

（施設 G, 観覧場 4, 夏期） 

 

（施設 H, 観覧場 7, 夏期） 

 

（施設 I, 観覧場 2, 夏期） 

 

（施設 J, 観覧場 4, 夏期） 

図 4-1 施設ごとの混雑演目前後の当該観覧場の温湿度二酸化炭素濃度（調査 B, 排気側, 上映中, 夏期） 
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（施設 K, 観覧場 5, 夏期） 

 

（施設 L, 観覧場 3, 夏期） 

図 4-2 施設ごとの混雑演目前後の当該観覧場の温湿度二酸化炭素濃度（調査 B, 排気側, 上映中, 夏期） 

 

 

 

 

 

 

 

（施設 F, 観覧場 7, 冬期） 

 

 

 

 

 

 

（施設 H, 観覧場 9, 冬期） 

 

 

 

 

 

 

（施設 J, 観覧場 4, 冬期） 

図 4-3 施設ごとの混雑演目前後の当該観覧場の温湿度二酸化炭素濃度（調査 B, 排気側, 上映中, 冬期） 
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図 5 観覧場の温湿度二酸化炭素濃度（施設 F, 観覧場 7, 調査 B, 排気側, 上映中, 16 日間連続測定, 冬期）   
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図 6 観覧場の温湿度二酸化炭素濃度（施設 H, 調査 B, 排気側, 上映中, 13 日間連続測定, 冬期） 
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図 7 観覧場の温湿度二酸化炭素濃度（施設 J, 調査 B, 排気側, 上映中, 14 日間連続測定, 冬期）   
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図 8-1 観覧場以外の施設内人数と総定員に対する割合 
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図 8-2 観覧場以外の施設内人数と総定員に対する割合 
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図 8-3 観覧場以外の施設内人数と総定員に対する割合 
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図 8-4 観覧場以外の施設内人数と総定員に対する割合 
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図 8-5 観覧場以外の施設内人数と総定員に対する割合 
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   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
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２．研究課題名  旅館業法及び興行場法の施設における感染防止対策等を含む衛生管理の推進のため  

 の研究                                    
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該当性の有無  
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左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 
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当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 
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象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和7年4月18日 
 
国立保健医療科学院長 殿                                                                        
                                         
                              機関名 工学院大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名  今村 保忠（公印省略）    
 

   次の職員の令和 6 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 健康安全・危機管理対策総合研究事業                           

２．研究課題名 旅館業法及び興行場法の施設における感染防止対策等を含む衛生管理の推進のための研究 

( 24LA1006 ） 

３．研究者名  （所属部署・職名）  建築学部・教授                         

    （氏名・フリガナ）  柳 宇 ・ ヤナギ ウ                       

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年２月２８日 
国立保健医療科学院長 殿 

                                                                                       
             

機関名 北海道大学 
 

所属研究機関長 職 名 総長 
                                                                                      

氏 名  寳金 清博       
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 健康安全・危機管理対策総合研究事業                                         

２．研究課題名 旅館業法及び興行場法の施設における感染防止対策等を含む衛生管理の推進のための研究                                        

３．研究者名  （所属部署・職名）北海道大学・大学病院・准教授                                

    （氏名・フリガナ）石黒 信久・イシグロ ノブヒサ                                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



国立保健医療科学院長 殿

  機関名 国立感染症研究所 

所属研究機関長 職 名 所長

氏 名 脇田 隆字 

次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

１．研究事業名 健康安全・危機管理対策総合研究事業 

２．研究課題名 旅館業法及び興行場法の施設における感染防止対策等を含む衛生管理の推進のための研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）  薬剤耐性研究センター 主任研究官

（氏名・フリガナ） 黒須一見 クロスヒトミ 

４．倫理審査の状況

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
□ ■ □ □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称： ） 
□ ■ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：  ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

令和７年３月２５日



令和７年３月３１日 
国立保健医療科学院長 殿                                                                       
                                       
                              機関名  国立保健医療科学院 

 
                      所属研究機関長 職 名  院長 
                                                                                      
                              氏 名  曽根 智史         
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  健康安全・危機管理対策総合研究事業                          

２．研究課題名  旅館業法及び興行場法の施設における感染防止対策等を含む衛生管理の推進のため  

 の研究                                    

３．研究者名  （所属部署・職名） 生活環境研究部・上席主任研究官                    

    （氏名・フリガナ） 島﨑 大・シマザキ ダイ                       

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月３１日 
国立保健医療科学院長 殿                                                                       
                                       
                              機関名  国立保健医療科学院 

 
                      所属研究機関長 職 名  院長 
                                                                                      
                              氏 名  曽根 智史         
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  健康安全・危機管理対策総合研究事業                          

２．研究課題名  旅館業法及び興行場法の施設における感染防止対策等を含む衛生管理の推進のため  

 の研究                                    

３．研究者名  （所属部署・職名） 生活環境研究部・主任研究官                      

    （氏名・フリガナ） 戸次 加奈江・ベッキ カナエ                     

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 


